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輸入品目規制 

 

I. 禁止品目 

1. アルコール飲料 

2. 銃 

3. 兵器、弾薬、爆発物 

4. ギャンブル器具 

5. イスラム教、イランの威厳に反する雑誌、出版物、写真、映画、および関連物 

6. 麻薬 

7. トランスミッターおよび無線電話 

8. 空中撮影機器（広範囲を撮影する機器） 

9. 無効の外国紙幣 

10. 宝くじ 

11. その他法律による禁止品目 

 

II. ＨＳ類別輸入規制 

 

HS 部 日本語名 HS 類 日本語名 2022 年 12 月 改訂版 

    輸出入規制 
輸入規制(禁止・許

可)品目(HS 分類) 

01 

動物（生き

ているもの

に限る。） 

  

あらゆる種類の生きた動物の輸出入は、1971 

年に承認された獣医法第 7 条の遵守の対象と

なる。 

生きている動物の通関は、原産国が発行した

健康証明書の提出の対象となり、農業省ジャ

ハードの下に動物検疫所を持つ税関を通じて

のみ実行できる。 

 

  01 

馬、ろ馬、ら馬及

びヒニー（生きて

いるものに限る。） 

 
禁 止 , 01019000, 

01012910, 01012990, 

01013000 

  03 
豚（生きているも

のに限る） 
イスラム法で禁止されている商品の輸入禁止 

禁 止  01031000,  

01039100, 01039200 

  05 

家きん（鶏（ガル

ルス・ドメスティ

クス）、あひる、が

ちよう、七面鳥及

びほろほろ鳥で、

生きているものに

限る。） 

 
禁 止  01051490, 

01051500, 01059410, 

01059420 

  06 

その他の動物（生

きているものに限

る） 

 

禁 止 01061290, 

01061400, 01061910, 

01061990, 01062010, 

01062090, 01063190, 

01063290, 01063390, 
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01063920, 01064130, 

01064900, 01069090 

02 
肉及び食用

のくず肉 
  

あらゆる種類の生きた動物の輸出入は、1971 

年に承認された獣医法第 7 条の遵守の対象と

なる。 

宗教的に禁止されている動物の肉または宗教

的に許可されている動物の肉から調製されて

いるが、非イスラムの規則に従って屠殺され

ている、この章の製品の輸入は禁止されてい

ます。 

 

  03 

豚の肉（生鮮のも

の及び冷蔵し又は

冷凍したものに限

る。） 

 

禁 止  02031100, 

02031200, 02031900, 

02032100, 02032200, 

02032900 

  05 

馬、ろ馬、ら馬又

はヒニーの肉（生

鮮のもの及び冷蔵

し又は冷凍したも

のに限る。） 

 禁止 02050000 

  06 

食 用 の く ず 肉

（牛、豚、羊、や

ぎ、馬、ろ馬、ら

馬又はヒニーのも

ので、生鮮のもの

及び冷蔵し又は冷

凍 し た も の に 限

る。） 

 

禁 止  02061000, 

02062100, 02062200, 

02062900, 02063000, 

02064100, 02064900, 

02068000, 02069000 

  09 

家きんの脂肪及び

豚の筋肉層のない

脂肪（溶出その他

の方法で抽出して

ないもので、生鮮

の も の 及 び 冷 蔵

し、冷凍し、塩蔵

し、塩水漬けし、

乾燥し又はくん製

したものに限る。） 

. 

 
禁 止  02091000, 

02099000,  

  10 

 

肉及び食用のくず

肉（塩蔵し、塩水

漬けし、乾燥し又

はくん製したもの

に限る。）並びに肉

又はくず肉の食用

の粉及びミール 

 

 
禁 止  02101100, 

02101200, 02101900, 

02109100 

03 

魚並びに甲

殻類、軟体

動物及びそ

の他の水棲

無脊椎動物  

  

輸出入は、1317 年に採択された獣医法の第 7 

条または 1967 年に承認された食品および飲

料に関する法律の第 16 条の遵守の対象とな

る。 

資源改良、繁殖、および養殖のための生きた

非観賞魚の輸入は、ジハード農業省の同意の

承認を条件とする。 

禁止 

03061500, 03061600, 

03061700, 03062500, 

 

  01 
魚（生きているも

のに限る。） 
 

禁 止 03019190, 

03019200, 03019390, 
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03019400, 03019500, 

03019990  

  02 

魚（生鮮のもの及

び冷蔵したものに

限るものとし、第

03.04 項の魚のフ

ィレその他の魚肉

を除く。） 

 

禁 止 , 03021100, 

03021300, 03021400, 

03021900, 03022100, 

03022200, 03022300, 

03022400, 03022900, 

03023100, 03023200, 

03023300, 03023400, 

03023500, 03023600, 

03023900, 03024100, 

03024200, 03024300, 

03024410, 03024490, 

03024500, 03024600, 

03024700, 03024900, 

03025100 03025200, 

03025300, 03025400, 

03025500, 03025600, 

03025900, 03027100, 

03027200, 03027300, 

03027400, 03027900, 

03028100, 03028200, 

03028300,  03028400, 

03028500, 03028900, 

03029100, 03029200,     

03029900    

  03 

魚（冷凍したもの

に限るものとし、

第 03.04 項の魚の

フィレその他の魚

肉を除く。） 

 

 

禁 止 03031100, 

03031200, 03031300, 

03031400, 03031900, 

03032300, 03032400, 

03032500, 03032600, 

03032900, 03033100, 

03033200, 03033300, 

03033400, 03033900, 

03034100, 03034900, 

03035300, 03035500, 

03035600, 03035700, 

03035900, 03036300, 

03036400, 03036500,   

03036700, 03038100, 

03038200 03038300,  

03038400, 03039100, 

03039200, 03039900 

  04 

魚のフィレその他

の魚肉（生鮮のも

の及び冷蔵し又は

冷凍したものに限

るものとし、細か

く切り刻んである

かないかを問わな

い。） 

 

 

禁 止  03043200, 

03044700, 03044800, 

03045500, 03045600, 

03045700, 03046200, 

03049200, 03049600, 

03049700, 03043100, 

03043300, 03043900, 

03044100, 03044200, 

03044300, 03044400, 

03044500, 03044600, 

03044900, 03045100, 

03045200, 03045300, 

03045400, 03045900, 

03046300, 03046900, 

03047100, 03047200, 

03047300, 03047500, 
03048200, 03048400, 

03048500, 03048600, 

03048800, 03049100, 

03049300, 03049400, 
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03049500 

  05 

魚（乾燥し、塩蔵

し又は塩水漬けし

たものに限る。）、

くん製した魚（く

ん製する前に又は

くん製する際に加

熱による調理をし

てあるかないかを

問わない。）並びに

魚の粉、ミール及

びペレット（食用

に適するものに限

る。） 

 

禁 止  03052000, 

03053100, 03053200, 

03053900, 03054100, 

03054200, 03054300, 

03054400, 03054900, 

03055100, 03055200, 

03055300, 03055400, 

03055900, 03056100, 

03056200, 03056300, 

03056400, 03056900, 

03057100, 03057200, 

03057900  

  06 

甲殻類（生きてい

るもの、生鮮のも

の及び冷蔵し、冷

凍し、乾燥し、塩

蔵し又は塩水漬け

したものに限るも

のとし、殻を除い

てあるかないかを

問わない。）、くん

製した甲殻類（殻

を除いてあるかな

いか又はくん製す

る前に若しくはく

ん製する際に加熱

による調理をして

あるかないかを問

わない。）、蒸気又

は水煮による調理

をした殻付きの甲

殻類（冷蔵し、冷

凍し、乾燥し、塩

蔵し又は塩水漬け

したものであるか

な い か を 問 わ な

い。）並びに甲殻類

の粉、ミール及び

ペレット（食用に

適 す る も の に 限

る。） 

 

禁 止  03061100, 

03061200, 03061400, 

03061500, 03063100, 

03063300, 03069100, 

03069200, 03069300, 

03069400, 03061600, 

03061700, 03061900, 

03063200, 03063400, 

03063900, 03069900 

  07 

軟体動物（生きて

いるもの、生鮮の

もの及び冷蔵し、

冷凍し、乾燥し、

塩蔵し又は塩水漬

けしたものに限る

ものとし、殻を除

いてあるかないか

を問わない。）、く

ん製した軟体動物

（殻を除いてある

かないか又はくん

 

禁 止  03071100, 

03071200, 03071900, 

03072100, 03072200, 

03072900, 03073100, 

03073200, 03073900, 

03074200, 03074300, 

03074900, 03075100, 

03075200, 03075900, 

03076000, 03077100, 

03077200, 03077900, 

03078100, 03078200, 

03078300, 03078400, 

03078700, 03078800, 

030791000, 03079200, 
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製する前に若しく

はくん製する際に

加熱による調理を

してあるかないか

を問わない。）並び

に軟体動物の粉、

ミール及びペレッ

ト（食用に適する

ものに限る。） 

03079900 

  08 

水 棲 無 脊 椎 動 物

（ 生 き て い る も

の、生鮮のもの及

び 冷 蔵 し 、 冷 凍

し、乾燥し、塩蔵

し又は塩水漬けし

たものに限るもの

とし、甲殻類及び

軟 体 動 物 を 除

く。）、くん製した

水 棲 無 脊 椎 動 物

（甲殻類及び軟体

動物を除くものと

し、くん製する前

に又はくん製する

際に加熱による調

理をしてあるかな

いかを問わない。）

並びに水棲無脊椎

動物の粉、ミール

及びペレット（甲

殻類及び軟体動物

を除くものとし、

食用に適するもの

に限る。） 

 

禁 止  03081100, 

03081200, 03081900, 

03082100, 03082200, 

03082900, 03083000, 

03089000 

  09 

人間の消費に適し

た、魚、甲殻類、

軟体動物、その他

の水生無脊椎動物

の小麦粉、食事、

ペレット 

 
禁 止  03091000, 

03099000 

04 

酪農品、鳥

卵、天然は

ちみつ及び

他の類に該

当しない食

用の動物性

生産品  

  

この章に基づくすべての商品（孵化卵を除

く）の輸入は、1967 年に採択された食品お

よび飲料に関する法律の第 16 条の遵守の対

象となる。これらの商品の通関は、 原産国

が発行した健康証明書によるものとされる。 

鳥の卵の通関は、原産国が発行した健康証明

書の提出を条件とし、ジャハド農業省の管轄

下にある動物検疫所を持つ税関を通じてのみ

実施することができる。 

農業省 - 04039090 については、上述のの製

品の輸入認可による。 

 

  01 

ミルク及びクリー

ム（濃縮若しくは

乾燥をし又は砂糖

その他の甘味料を

加 え た も の を 除

 

禁 止  04011000, 

04012000, 04014000, 

04015090, 04015011, 

04015012, 04015021, 

04015022, 04015031, 

04015032, 04015041, 
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く。） 04015042, 04015050 

  02 

ミルク及びクリー

ム（濃縮若しくは

乾燥をし又は砂糖

その他の甘味料を

加 え た も の に 限

る。） 

 

禁 止  04021090, 

04022140, 04022190, 

04022900, 04021030, 

04029111, 04029112, 

04029121, 04029122, 

04029131, 04029132, 

04029141, 04029142, 

04029150, 04029190, 

04029900, 

  03 

バターミルク、凝

固したミルク及び

クリーム、ヨーグ

ルト、ケフィアそ

の他発酵させ又は

酸性化したミルク

及びクリーム（濃

縮若しくは乾燥を

してあるかないか

又は砂糖その他の

甘味料、香味料、

果実、ナット若し

くはココアを加え

てあるかないかを

問わない。） 

 
禁 止  04032090, 

04032010, 04039010，

04039000, 

  05 

ミルクから得たバ

ターその他の油脂

及びデイリースプ

レッド 

 
禁 止  04051010, 

04052000, 04059000 

  06 チーズ及びカード  
禁 止  04061000, 

04062000, 04063000, 

04064000, 04069000 

  07 

殻付きの鳥卵（生

鮮のもの及び保存

に適する処理又は

加熱による調理を

したものに限る。） 

 
禁 止  04071199, 

04072190, 04072900, 

04079000, 

  08 

殻付きでない鳥卵

及び卵黄（生鮮の

もの及び乾燥、蒸

気又は水煮による

調理、成型、冷凍

その他保存に適す

る処理をしたもの

に限るものとし、

砂糖その他の甘味

料を加えてあるか

な い か を 問 わ な

い。） 

 
禁 止  04081100, 

04081900, 04089100, 

04089900 

  09 天然はちみつ  禁止 04090000 

  10 

他に指定されてい

ない、または含ま

れていない、動物

由来の食用製品 

 
禁 止  04101000, 

04109010, 04109020, 

04109090 
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05 

動物性生産

品（他の類

に該当する

も の を 除

く。） 

  

a) 宗教的に禁止されている動物に由来す

る、この章の対象となる製品の輸入は禁止。 

b)この章の対象となる動物に由来する製品の

輸出入は、1971 年に承認された獣医法の第 7 

条の遵守の対象となる。 

 

  01 

 

人髪（加工してな

いものに限るもの

とし、洗つてある

かないかを問わな

い。）及びそのくず 

 

 禁止 05010000 

  02 

豚毛、いのししの

毛、あなぐまの毛

その他ブラシ製造

用の獣毛及びこれ

らのくず 

 
禁 止  05020000, 

05021000, 05029000 

  04 

動物（魚を除く。）

の腸、ぼうこう又

は胃の全形のもの

及び断片（生鮮の

もの及び冷蔵し、

冷凍し、塩蔵し、

塩水漬けし、乾燥

し又はくん製した

ものに限る。） 

 禁止 05040000 

  05 

羽毛皮その他の羽

毛 付 き の 鳥 の 部

分、羽毛及びその

部分（加工してな

いもの及び単に清

浄にし、消毒し又

は保存のために処

理したものに限る

ものとし、縁を整

えてあるかないか

を問わない。）並び

に鳥の綿毛（加工

してないもの及び

単に清浄にし、消

毒し又は保存のた

めに処理したもの

に限る。）並びに羽

毛又はその部分の

粉及びくず 

 
禁 止  05051000, 

05059000 

  07 

アイボリー、かめ

の甲、ホエールボ

ーン、ホエールボ

ーンヘア、角、枝

角、ひづめ、つめ

及びくちばし（加

工してないもの及

び単に整えたもの

に限るものとし、

特定の形状に切つ

たものを除く。）並

 
禁 止  0507100, 

0507900,  
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びにこれらの粉及

びくず 

  08 

さんごその他これ

に類する物品（加

工してないもの及

び単に整えたもの

に限る。）並びに軟

体動物、甲殻類又

は棘皮動物の殻及

びいかの甲（加工

してないもの及び

単に整えたものに

限るものとし、特

定の形状に切つた

ものを除く。）並び

にこれらの粉及び

くず 

 禁止 05080000 

  10 

アンバーグリス、

海 狸 香 、 シ ベ ッ

ト、じや香及びカ

ン タ リ ス 、 胆 汁

（乾燥してあるか

な い か を 問 わ な

い。）並びに医療用

品の調製用の腺そ

の他の動物性生産

品（生鮮のもの及

び冷蔵し又は冷凍

したもの並びに一

時的な保存に適す

る処理をしたもの

に限る。） 

 禁止 05100000 

  11 

動物性生産品（他

の項に該当するも

のを除く。）及び第

1類又は第 3類の動

物で生きていない

もののうち食用に

適しないもの 

 
禁 止  05119100, 

05119990 

06 

生きている

樹木その他

の植物及び

りん茎、根

その他これ

らに類する

物品並びに

切花及び装

飾用の葉  

  

輸入は、1967 年に採択された植物防疫法第 

11 条の遵守の対象となる。 

原産国の輸出書類により、遺伝子組み換えで

あると確認された種子および植物の入国は、

環境上の危険性に関して環境保護機関の承認

を受けるものとする。 

 

  01 

りん茎、塊茎、塊

根、球茎、冠根及

び根茎（休眠し、

生長し又は花が付

いているものに限

る。）並びにチコリ

ー及びその根（第

 禁止 06011010 
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12.12 項のものを

除く。） 

  02 

その他の生きてい

る 植 物 （ 根 を 含

む。）、挿穂、接ぎ

穂及びきのこ菌糸 

 禁止 06021010 

  03 

切花及び花芽（生

鮮のもの及び乾燥

し、染色し、漂白

し、染み込ませ又

はその他の加工を

したもので、花束

用又は装飾用に適

するものに限る。） 

 

禁 止  06031100, 

06031200, 06031300, 

06031400, 06031500, 

06031910, 06031990, 

06039000 

  04 

植物の葉、枝その

他の部分（花及び

花芽のいずれも有

し な い も の に 限

る。）、草、こけ及

び地衣（生鮮のも

の及び乾燥し、染

色し、漂白し、染

み込ませ又はその

他の加工をしたも

ので、花束用又は

装飾用に適するも

のに限る。） 

 
禁 止  06042010, 

06042020, 06049000 

07 

食 用 の 野

菜、根及び

塊茎 

  

種まき用の種子、豆類、野菜および生果で、

本章で分類されているものの輸入は、1967 

年 (1346 年) に採択された植物防疫法第 11 

条の遵守の対象となる。 

この章で分類された包装済みまたは缶詰のす

ぐに消費できる食品の輸入は、1967 年に採

択された食品および飲料に関する法律の第 

16 条を遵守する義務がある。 

商業規模での種子および苗木の輸出は、研究

所から取得した証明書、種子および苗木の登

録および認証、ならびに検疫規則に従うもの

とする。 

 

 

  02 

トマト（生鮮のも

の及び冷蔵したも

のに限る。） 

 
禁 止  07020010, 

07020020, 07020030,  

  03 

 

たまねぎ、シャロ

ット、にんにく、

リーキその他のね

ぎ属の野菜（生鮮

のもの及び冷蔵し

たものに限る。） 

 

 
禁 止  07031010, 

07031020, 07032000, 

07039000 

  04 

キャベツ、カリフ

ラワー、コールラ

ビー、ケールその

他これらに類する

 
禁 止  0704100, 

07042000, 07049000 
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あぶらな属の食用

の野菜（生鮮のも

の及び冷蔵したも

のに限る。） 

  05 

レタス（ラクトゥ

カ・サティヴァ）

及びチコリー（キ

コ リ ウ ム 属 の も

の）（生鮮のもの及

び冷蔵したものに

限る。） 

 
禁 止  07051100, 

07051900, 07052100, 

07052900 

  06 

にんじん、かぶ、

サ ラ ダ 用 の ビ ー

ト 、 サ ル シ フ ァ

イ、セルリアク、

大根その他これら

に類する食用の根

（生鮮のもの及び

冷蔵したものに限

る。） 

 
禁 止  07061000, 

07069000 

  07 

きゆうり及びガー

キン（生鮮のもの

及び冷蔵したもの

に限る。） 

 禁止 07070000 

  08 

豆（生鮮のもの及

び冷蔵したものに

限るものとし、さ

やを除いてあるか

な い か を 問 わ な

い。） 

070810 については、農業省の前の認可 - ジ

ャハードが必要。 

禁 止  07081000, 

07082000, 07089000 

  09 

その他の野菜（生

鮮のもの及び冷蔵

したものに限る。） 

070930、070940、070970 については、農業

省の前の認可 - ジャハードが必要。  

禁 止  07092000, 

07093000, 07094000, 

07095100, 07095200, 

07095300, 07095500, 

07095610, 07095620, 

07095900, 07096000, 

07097000, 07099100, 

07099200, 07099300, 

07099900, 

  10 

冷凍野菜（調理し

てないもの及び蒸

気又は水煮による

調理をしたものに

限る。） 

071021 については、農業省の前の認可 - ジ

ャハードが必要。 

禁 止  07101000, 

07102100, 07102200, 

07102900, 07103000, 

07108000, 07109000 

  11 

一時的な保存に適

する処理をした野

菜（例えば、亜硫

酸ガス又は塩水、

亜硫酸水その他の

保存用の溶液によ

り保存に適する処

理をしたもので、

そのままの状態で

は食用に適しない

ものに限る。） 

 

禁 止  07112000, 

07114000, 07115100, 

07115910, 07115990, 

07119000 
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  12 

乾燥野菜（全形の

もの及び切り、砕

き又は粉状にした

ものに限るものと

し、更に調製した

ものを除く。） 

 

禁 止  07122000, 

07123100, 07123200, 

07123300, 07123910, 

07123990, 07123400, 

07129010, 07129090, 

  13 

乾燥した豆（さや

を除いたものに限

るものとし、皮を

除いてあるかない

か又は割つてある

かないかを問わな

い。） 

071310, 071334, 071350, 071360, 071390 

については、農業省の前の認可 - ジャハード

が必要。 

禁 止   07133400, 

07135010 ， 07136010, 

07136090, 07139000, 

  14 

カッサバ芋、アロ

ールート、サレッ

プ、菊芋、かんし

よその他これらに

類するでん粉又は

イヌリンを多量に

含有する根及び塊

茎（生鮮のもの及

び冷蔵し、冷凍し

又は乾燥したもの

に限るものとし、

切つてあるかない

か又はペレット状

にしてあるかない

かを問わない。）並

びにサゴやしの髄 

071410, 071420, 071430, 071440, 071450, 

071490 については、農業省の前の認可 - ジ

ャハードが必要。 

禁 止  07141000, 

07142000, 07143000, 

07144000, 07145000, 

07149000 

08 

食用の果実

及 び ナ ッ

ト、かんき

つ類の果皮

並びにメロ

ンの皮  

  

本章に分類されるあらゆる種類の生鮮果実の

輸入は、1967 年に承認された植物防疫法第 

11 条の遵守の対象となる。 

b) 本章で扱う製品の輸入は、乾燥、缶詰、

保存、調理、冷凍などのいずれであっても、

1967 年に承認された食品および飲料に関す

る法律第 16 条の遵守の対象となる。 

 

  01 

ココナッツ、ブラ

ジルナッツ及びカ

シューナッツ（生

又は乾燥、殻をむ

いてあるかないか

を問わない。） 

 
禁 止  08012100, 

08012200, 08013100, 

08013200 

  02 

そ の 他 の ナ ッ ト

（生鮮のもの及び

乾燥したものに限

るものとし、殻又

は皮を除いてある

かないかを問わな

い。） 

080251、080252 については、農業省のジャ

ハード事前承認が必要。 

08021100, 08021200, 

08022100, 08022200, 

08023100, 08023200, 

08024100, 08024200, 

08025100, 08025210, 

08025220, 08025290, 

08026100, 08026200, 

08027000, 08028000, 

08029100, 08029200, 

08029900, 

  03 

バナナ（プランテ

インを含むものと

し、生鮮のもの及

び乾燥したものに

限る。） 

 禁止 08039000 
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  04 

なつめやしの実、

いちじく、パイナ

ップル、アボカド

ー、グアバ、マン

ゴー及びマンゴス

チン（生鮮のもの

及び乾燥したもの

に限る。） 

 

禁 止  08041010, 

08041015, 08041020, 

08041025, 08041030, 

08041035, 08041040, 

08041045, 08041050, 

08041060, 08041090, 

08042010, 08042020, 

08042090, 08043000, 

08044000, 08045010, 

08045030, 

  05 

かんきつ類の果実

（生鮮のもの及び

乾燥したものに限

る。） 

 

禁 止  08052100, 

08052200, 08052900, 

08054000, 08055010, 

08055020, 08055090, 

08059000 

  06 

ぶどう（生鮮のも

の及び乾燥したも

のに限る。） 

 

禁 止  08061000 ，  

08062010, 08062020, 

08062030, 08062040, 

08062050, 08062060, 

08062070, 08062080, 

08062090, 

  07 

パパイヤ及びメロ

ン （ す い か を 含

む。）（生鮮のもの

に限る。） 

 
禁 止  08071100, 

08071900, 08072000 

  08 

りんご、梨及びマ

ルメロ（生鮮のも

のに限る。） 

 
禁 止  08081000, 

08083000, 08084000 

  09 

あんず、さくらん

ぼ、桃（ネクタリ

ンを含む。）、プラ

ム及びスロー（生

鮮のものに限る。） 

 
08091000, 08092100, 

08092900, 08093000, 

08094000 

  10 
その他の果実（生

鮮のものに限る。） 
 

禁 止  08101900, 

08102000, 08103000, 

08104000, 08105000, 

08106000, 08107000, 

08109010, 08109030, 

08109035, 08109040, 

08109050, 08109090, 

08109021, 08109022 

  11 

冷凍果実及び冷凍

ナット（調理して

ないもの及び蒸気

又は水煮による調

理をしたものに限

るものとし、砂糖

その他の甘味料を

加えてあるかない

かを問わない。） 

 
禁 止  08111000, 

08112000, 08119000 

  12 

一時的な保存に適

する処理をした果

実及びナット（例

えば、亜硫酸ガス

又は塩水、亜硫酸

水その他の保存用

の溶液により保存

に適する処理をし

たもので、そのま

 
禁 止  08121000, 

08129000 
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まの状態では食用

に適しないものに

限る。） 

  13 

乾 燥 果 実 （ 第

08.01 項 か ら 第

08.06 項までのも

のを除く。）及びこ

の類のナット又は

乾燥果実を混合し

たもの 

 
禁 止  08131000, 

08132000, 08133000, 

08134000, 08135000 

  14 

かんきつ類の果皮

及びメロン（すい

かを含む。）の皮

（生鮮のもの及び

冷凍し、乾燥し又

は塩水、亜硫酸水

その他の保存用の

溶液により一時的

な保存に適する処

理をしたものに限

る。） 

 禁止 08140000 

09 

コーヒー、

茶、マテ及

び香辛料  

  

輸入は、1967 年の食品および飲料に関する

法律の第 16 条の遵守の対象となる。 

本章の対象となる粉状および非破砕状の製品

およびその小麦粉の輸入は、1967 年植物防

疫法第 11 条の遵守の対象となる。 

 

  01 

コーヒー（いつて

あるかないか又は

カフェインを除い

てあるかないかを

問わない。）、コー

ヒー豆の殻及び皮

並びにコーヒーを

含有するコーヒー

代用物（コーヒー

の含有量のいかん

を問わない。） 

 
禁 止  09011110, 

09011210, 09012110, 

09012210, 09019010 

  02 

茶（香味を付けて

あるかないかを問

わない。） 

 
禁 止  09023010, 

09023020 

  03 マテ  
禁 止  09030010, 

09030020, 09030090 

  04 

とうがらし属又は

ピメンタ属の果実

（乾燥し、破砕し

又は粉砕したもの

に限る。）及びこし

よう属のペッパー 

 

禁 止  09041110, 

09041210, 09041290, 

09042110, 09042190, 

09042210,  

  05 バニラ  
禁 止  09051010, 

09051090, 09052090 

  06 
けい皮及びシンナ

モンツリーの花 
 

禁 止  09061110, 

09061910, 09061990, 

09062010, 09062090,  
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  07 
丁子（果実、花及

び花梗に限る。） 
 

禁 止  09071010, 

09072010, 09072090 

  08 
肉ずく、肉ずく花

及びカルダモン類 
 

禁 止  09081110, 

09081210, 09082110, 

09082190, 09082210, 

09082290, 09083110, 

09083210, 09083290 

  09 

アニス、大ういき

よ う 、 う い き よ

う 、 コ リ ア ン ダ

ー、クミン又はカ

ラウエイの種及び

ジュニパーベリー 

 

禁 止  09092110, 

09092210, 09093110, 

09093210, 09096110, 

09096210, 09096290,  

  10 

しようが、サフラ

ン、うこん、タイ

ム 、 月 け い 樹 の

葉、カレーその他

の香辛料 

09102010, 09102020, 09102030, 09102040, 

09102090 については、農業省のジャハード

事前承認が必要。 

禁 止  09102010, 

09102020, 09102030, 

09102040, 09102090, 

09101110, 09101210, 

09103010, 09109110, 

09109911, 09109919, 

09109921 

10 穀物   

輸入は、1967 年に採択された植物防疫法第 

11 条の遵守の対象となる。 

b) 種子シリアルの輸入税は、価格の 5%。 

この章の製品の輸出入は、1971 年に承認さ

れた獣医法の第 7 条の遵守の対象となる。 

 

  01 小麦及びメスリン  
禁 止  10019910, 

10019990 

  02 ライ麦  禁止 10029000,  

  06 米 

10062000, 10063010, 10063020, 10064000 

については、農業省のジャハード事前承認が

必要。 

 

  07 穀物ソルガム  禁止 10079000 

  08 

ソバ、キビ、カナ

リアシード; その

他の穀物 

 

禁 止  10081000, 

10083000, 10084000, 

10086010, 10086090, 

10089010, 10089090 

11 

穀粉、加工

穀 物 、 麦

芽 、 で ん

粉、イヌリ

ン及び小麦

グルテン 

  

輸入および通関は、1967 年 (1346 年) に採

択された食品および飲料に関する法律の第 

16 条の遵守を条件とするものとする。 

b) 医薬品製造部門によって輸入されたトウ

モロコシ (コーン) スターチは、保健、治

療、医学教育省の裁量の対象となる。 

c) エントリーは、1967 年に承認された植物

防疫法 (1346) の第 11 条の遵守の対象とな

る。 

 

  01 
小麦粉及びメスリ

ン粉 
 禁止 11010000,  

  02 

穀粉（小麦粉及び

メ ス リ ン 粉 を 除

く。）. 

 
禁 止  11029010, 

11029090 
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  03 

 

ひき割り穀物、穀

物のミール及びペ

レット 

 

 11031900, 11032000 については、農業省

のジャハード事前承認が必要。 

禁 止  11031100, 

11031300, 11031900, 

11032000 

  04 

 

その他の加工穀物

（例えば、殻を除

き 、 ロ ー ル に か

け、フレーク状に

し、真珠形にとう

精し、薄く切り又

は 粗 く ひ い た も

の。第 10.06 項の

米を除く。）及び穀

物の胚芽（全形の

もの及びロールに

かけ、フレーク状

にし又はひいたも

のに限る。） 

 

11041200, 11041900, 11042200, 11042900, 

110430 については、農業省のジャハード事

前承認が必要。 

禁 止  11041900, 

11042900, 11043010, 

11043090 

  05 

ばれいしよの粉、

ミ ー ル 、 フ レ ー

ク、粒及びペレッ

ト 

110510 については、農業省のジャハード事

前承認が必要。 
禁止 11051000 

  06 

乾 燥 し た 豆 （ 第

07.13 項のものに

限る。）、サゴやし

又は根若しくは塊

茎（第 07.14 項の

ものに限る。）の粉

及びミール並びに

第 8 類の物品の粉

及びミール 

110610, 110620 については、農業省のジャ

ハード事前承認が必要。 

禁 止  11061000, 

11062000 

  08 
でん粉及びイヌリ

ン 

11081100,11081300, 11081400, 11081900 に

ついては、農業省のジャハード事前承認が必

要。 

禁 止  11081100, 

11081290, 11081300, 

11081400, 11081900 

  09 

小麦グルテン（乾

燥しているかどう

かを問わない。） 

 禁止 11090000 

12 

採油用の種

及び果実、

各種の種及

び果実、工

業用又は医

薬用の植物

並びにわら

及び飼料用

植物 

  

a) 輸入および通関は、12099100 を除いて、

1967 年に制定された食品および飲料に関す

る法律の第 16 条の遵守の対象となる。 

b)この章の対象となる品目の輸入は、1967 

年に採択された植物防疫法第 11 条の遵守の

対象となる。 

 

  07 

その他の採油用の

種及び果実（割つ

てあるかないかを

問わない。） 

ケシの実とその粉の輸入は禁止。 
禁 止  12071000, 

12073000, 12075000, 

12077000, 12079100 

  08 

採油用の種又は果

実の粉及びミール

（マスタードの粉

ケシの実とその粉の輸入は禁止。(©) 
禁 止  12089020, 

12089090, 12089010, 

12081000 
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及 び ミ ー ル を 除

く。）. 

  10 

ホップ（生鮮のも

の及び乾燥したも

の に 限 る も の と

し、粉砕し、粉状

にし又はペレット

状にしたものであ

るかないかを問わ

ない。）及びルプリ

ン 

 禁止 12101000 

  11 

主として香料用、

医療用、殺虫用、

殺菌用その他これ

らに類する用途に

供する植物及びそ

の部分（種及び果

実を含み、生鮮の

もの及び冷蔵し、

冷凍し又は乾燥し

たものに限るもの

とし、切り、砕き

又は粉状にしたも

のであるかないか

を問わない。） 

大麻植物およびその一部、コカの葉、ケシの

実の輸出入は禁止。 

禁 止  12113000, 

12114000, 12115000, 

12119010, 12119025, 

12119030, 12119040, 

12119045, 12119091 

  12 

海 草 そ の 他 の 藻

類、ローカストビ

ーン、てん菜及び

さとうきび（生鮮

の も の 及 び 冷 蔵

し、冷凍し又は乾

燥したものに限る

ものとし、粉砕し

てあるかないかを

問わない。）並びに

主として食用に供

する果実の核及び

仁その他の植物性

生産品（チコリー

（キコリウム・イ

ンテュブス変種サ

ティヴム）の根で

煎つてないものを

含むものとし、他

の項に該当するも

のを除く。） 

 

禁 止  12122910, 

12122920, 12122930, 

12122940, 12122950, 

12122990, 12129100, 

12129200, 12129300, 

12129400, 12129990 

13 

ラック並び

にガム、樹

脂その他の

植物性の液

汁及びエキ

ス 

 

  

a) 輸入は、1967 年に採択された食品および

飲料に関する法律の第 16 条の遵守の対象。 

ハシシ（大麻抽出物）の輸入禁止 

ハシシ（大麻抽出物）の輸入は禁止されてい

る。ヘンプオイルは禁止されています。 
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  02 

植物性の液汁及び

エキス、ペクチン

質、ペクチニン酸

塩、ペクチン酸塩

並びに寒天その他

植物性原料から得

た粘質物及びシッ

クナー（変性させ

てあるかないかを

問わない。） 

アヘンの輸入は禁止。 薬物およびその物質

の組み込み禁止法 (1988/10/25) および改正

法第 41 条 (1997/11/08) 便宜委員会の承

認、産業省の承認を条件とする工業用輸入 

(ケース別) 健康、治療、医学教育。 

禁 止  13021100, 

13021200 

14 

植物性の組

物材料及び

他の類に該

当しない植

物性生産品  

  

a) 1967 年に認可された植物防疫法 (1346) 

第 11 条の遵守が必要。 

b) 農業ジハード省の事前の許可を得て、国

家、安全、および生物学的法的規定を守る義

務がある遺伝子組み換え生物およびトランス

ジェニック製品の輸出入。 

c) 輸出は、1967 年植物防疫法施行令第 18 

条および 2010 年国際植物防疫条約第 5 条の

遵守を条件とする。 

 

  01 

主として組物に使

用する植物性材料

（例えば、穀物の

わらで清浄にし、

漂白し又は染色し

た も の 、 竹 、 と

う 、 あ し 、 い ぐ

さ、オージア、ラ

フィア及びライム

樹皮） 

 
禁 止  14012000, 

14019000 

15 

動物性又は

植物性の油

脂及びその

分 解 生 産

物、調製食

用脂並びに

動物性又は

植物性のろ

う 

 

  

1. 輸入および通関は、1967 年 (1346 年) に

採択された食品および飲料に関する法律の第 

16 条の遵守を条件とするもの。 

すべての種類のパーム油、粗製の大豆および

ヒマワリ油は、経済理事会によって承認され

た量の範囲内で配給計画のために政府によっ

て輸入される。また、5% の従価 ID の対象。 

3. 国産油糧種子を農業省ジハードの承認を

得た保証購入価格で購入する場合の原油の輸

入関税は、ID の 50%相当。 

 

  01 

豚脂（ラードを含

む。）及び家きん脂

（第 02.09 項又は

第 15.03 項のもの

を除く。） 

150190 については、農業省のジャハード事

前承認が必要。 

禁 止  15011000, 

15012000, 15019000 

  02 

 

牛、羊又はやぎの

脂肪（第 15.03 項

のものを除く。） 

 

 
禁 止  15021090, 

15029090 

  03 

ラ ー ド ス テ ア リ

ン、ラード油、オ

レオステアリン、

オレオ油及びタロ

ー油（乳化、混合

その他の調製をし

て な い も の に 限

 禁止 15030000 
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る。） 

  06 

その他の動物性油

脂及びその分別物

（化学的な変性加

工をしてないもの

に限るものとし、

精製してあるかな

いかを問わない。） 

 禁止 15060000 

  07 

大豆油及びその分

別物（化学的な変

性加工をしてない

ものに限るものと

し、精製してある

かないかを問わな

い。） 

 禁止 15079000 

  08 

落花生油及びその

分別物（化学的な

変性加工をしてな

いものに限るもの

とし、精製してあ

るかないかを問わ

ない。） 

 禁止 15089000 

  09 

オリーブ油及びそ

の分別物（化学的

な変性加工をして

ないものに限るも

のとし、精製して

あるかないかを問

わない。） 

15099000 については、農業省のジャハード

事前承認が必要。 

禁 止  15092010, 

15099000, 15093010, 

15094010 

  10 

オリーブのみから

得たその他の油及

びその分別物（第

15.09 項の油及び

その分別物を混合

したものを含み、

化学的な変性加工

をしてないものに

限るものとし、精

製してあるかない

かを問わない。） 

 
禁 止  15101000, 

15109000 

  11 

パーム油及びその

分別物（化学的な

変性加工をしてな

いものに限るもの

とし、精製してあ

るかないかを問わ

ない。） 

 禁止 15119090 

  12 

ひまわり油、サフ

ラワー油及び綿実

油並びにこれらの

分別物（化学的な

変性加工をしてな

い油及び分別物に

限るものとし、精

 
禁 止  15121900, 

15122900 
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製してあるかない

かを問わない。） 

  13 

や し （ コ プ ラ ）

油、パーム核油及

びババス油並びに

こ れ ら の 分 別 物

（化学的な変性加

工をしてない油及

び分別物に限るも

のとし、精製して

あるかないかを問

わない。） 

 
禁 止  15131910, 

15132990 

  14 

菜種油及びからし

油並びにこれらの

分別物（化学的な

変性加工をしてな

い油及び分別物に

限るものとし、精

製してあるかない

かを問わない。） 

 
禁 止  15141900, 

15149900 

  15 

その他の植物性油

脂及びその分別物

（ホホバ油及びそ

の分別物を含み、

化学的な変性加工

をしてないものに

限るものとし、精

製してあるかない

かを問わない。） 

 禁止 15152900 

  16 

動物性又は植物性

の油脂及びその分

別物（完全に又は

部分的に、水素添

加し、インターエ

ステル化し、リエ

ステル化し又はエ

ライジン化したも

の に 限 る も の と

し、精製してある

か な い か を 問 わ

ず、更に調製した

ものを除く。） 

 禁止 15161000 

  17 

マーガリン並びに

この類の動物性油

脂若しくは植物性

油脂又はこの類の

異なる油脂の分別

物の混合物及び調

製品（食用のもの

に限るものとし、

第 15.16 項の食用

の油脂及びその分

別物を除く。） 

 
禁 止  15179010, 

15171000 
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  21 

植物性ろう（トリ

グ リ セ リ ド を 除

く。）、みつろうそ

の他の昆虫ろう及

び鯨ろう（精製し

てあるかないか又

は着色してあるか

な い か を 問 わ な

い。） 

 禁止 15219090 

  22 

デグラス及び脂肪

性物質又は動物性

若しくは植物性の

ろうの処理の際に

生ずる残留物 

 禁止 15220000 

16 

肉、魚又は

甲殻類、軟

体動物若し

くはその他

の水棲無脊

椎動物の調

製品  

  

エントリーは、必要に応じて、1971 年に制

定された獣医法第 7 条、または 1976 年に制

定された食品および飲料に関する法律の第 

16 条の順守の対象となる。 

健康食品（鶏肉）の輸入は、保健省の裁量に

より許可。  

宗教的に禁止されている動物の血と肉の本章

に含まれる製品の持ち込みは禁止されてい

る。 

 

  02 

その他の調製をし

又は保存に適する

処理をした肉、く

ず肉及び血 

 

禁 止  16021010, 

16021090, 16022000, 

16023100, 16023200, 

1603900, 16024100, 

16024200, 16024900, 

16025000, 16029000 

  03 

肉 、 魚 又 は 甲 殻

類、軟体動物若し

くはその他の水棲

無脊椎動物のエキ

ス及びジュース 

 禁止 16030000 

  04 

魚（調製し又は保

存に適する処理を

し た も の に 限

る。）、キャビア及

び魚卵から調製し

たキャビア代用物 

 

禁 止  16041100, 

16041200, 16041300, 

16041400, 16041500, 

16041600, 16041700, 

16041800, 16041910, 

16041990, 16042000, 

16043100, 16043200 

  05 

甲殻類、軟体動物

及びその他の水棲

無脊椎動物（調製

し又は保存に適す

る処理をしたもの

に限る。） 

 

禁 止  16051000, 

16052100, 16052900, 

16053000, 16054000, 

16055100, 16055200, 

16055300, 16055400, 

16055500, 16055600, 

16055700, 16055800, 

16055900, 16056100, 

16056200, 16056300, 

16056900 

17 
糖類及び砂

糖菓子 
  

輸入は、1967 年の食品および飲料に関する

法律の第 16 条の遵守の対象となる。 

医薬品製造部門によるグルコースシロップと

デキストロースの輸入は、保健・治療・医学

教育省の裁量に従うものとする. 
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  01 

甘しや糖、てん菜

糖及び化学的に純

粋なしよ糖（固体

のものに限る。） 

 
禁 止  17019100, 

17019900, 

  02 

その他の糖類（化

学 的 に 純 粋 な 乳

糖、麦芽糖、ぶど

う糖及び果糖を含

むものとし、固体

のものに限る。）、

糖水（香味料又は

着色料を加えてな

いものに限る。）、

人造はちみつ（天

然はちみつを混合

してあるかないか

を問わない。）及び

カラメル 

 
禁 止  17022000, 

17023010, 17024000. 

17026000 

  04 

砂糖菓子（ホワイ

トチョコレートを

含むものとし、コ

コアを含有しない

ものに限る。） 

 

禁 止  17041000, 

17049010, 17049020, 

17049030, 17049040, 

17049090 

18 
ココア及び

その調製品 
  

輸入は、1967 年の食品および飲料に関する

法律の第 16 条の遵守の対象となる。 

この章の対象となるカカオ豆とカカオ殻の輸

入は、1967 年に採択された植物防疫法第 11 

条の遵守の対象となる。 

 

  01 

コカ豆、丸ごとま

たは砕いたもの、

生または焙煎 

 禁止 18010010 

  02 

カカオの殻、殻、

皮、その他のカカ

オの廃棄物 

 禁止 18020090 

  05 

ココア粉（砂糖そ

の他の甘味料を加

えたものを除く。） 

 禁止 18050010, 

  06 

チョコレートその

他のココアを含有

する調製食料品 

 
禁 止  18061000, 

18062000, 18063100, 

18063200, 18069000 

19 

穀 物 、 穀

粉、でん粉

又はミルク

の調製品及

びベーカリ

ー製品 

  

a) 輸入は、1967 年の食品および飲料に関す

る法律の第 16 条の遵守の対象となる。 

b) 薬用カシェの輸入は、保健、治療、医学

教育省の承認が必要。 

 

  01 

麦芽エキス並びに

穀粉、ひき割り穀

物、ミール、でん

粉又は麦芽エキス

の調製食料品（コ

コアを含有するも

のにあつては完全

に脱脂したココア

として計算したコ

 
禁 止  19012000, 

19011000 
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コアの含有量が全

重量の 40％未満の

ものに限るものと

し、他の項に該当

するものを除く。）

及び第 04.01 項か

ら第 04.04 項まで

の物品の調製食料

品（ココアを含有

するものにあつて

は完全に脱脂した

ココアとして計算

したココアの含有

量が全重量の 5％

未満のものに限る

ものとし、他の項

に該当するものを

除く。） 

  02 

スパゲッティ、マ

カ ロ ニ 、 ヌ ー ド

ル、ラザーニヤ、

ニョッキ、ラビオ

リ、カネローニそ

の他のパスタ（加

熱 に よ る 調 理 を

し、肉その他の材

料を詰め又はその

他の調製をしたも

のであるかないか

を問わない。）及び

クースクース（調

製してあるかない

かを問わない。） 

 
禁 止  19021100, 

19022000, 19023000, 

19024000 

  04 

穀物又は穀物産品

を膨脹させて又は

いつて得た調製食

料品（例えば、コ

ーンフレーク）並

びに粒状又はフレ

ーク状の穀物（と

う も ろ こ し を 除

く。）及びその他の

加工穀物（粉、ひ

き割り穀物及びミ

ールを除く。）であ

らかじめ加熱によ

る調理その他の調

製をしたもの（他

の項に該当するも

のを除く。） 

 
禁 止  19041000, 

19042000, 19049000, 

19043000 

  05 

パン、ペーストリ

ー、ケーキ、ビス

ケットその他のベ

ーカリー製品（コ

コアを含有するか

しないかを問わな

 

禁 止  19051000, 

19052000, 19053100, 

19053200, 19054000, 

19059090 
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い。）及び聖さん用

ウエハー、医療用

に適するオブラー

ト、シーリングウ

エハー、ライスペ

ーパーその他これ

らに類する物品 

20 

野 菜 、 果

実、ナット

その他植物

の部分の調

製品 

  

輸入は、1967 年に承認された食品および飲

料に関する法律第 16 条の遵守の対象とな

る。  宗教的に禁止されている場合、この章

に分類される商品の輸入は禁止されていま

す。 

b) 20079100、20079990 については、農業省

の以前の認可 - ジャハードが必要。 

 

  01 

食酢又は酢酸によ

り調製し又は保存

に適する処理をし

た野菜、果実、ナ

ットその他植物の

食用の部分 

 
禁 止  20011000, 

20019000 

  02 

調製し又は保存に

適する処理をした

トマト（食酢又は

酢酸により調製し

又は保存に適する

処理をしたものを

除く。） 

 
禁 止  20021000, 

20029010, 20029090 

  03 

調製し又は保存に

適する処理をした

きのこ及びトリフ

（食酢又は酢酸に

より調製し又は保

存に適する処理を

したものを除く。） 

 
禁 止  20031000, 

20039010, 20039090 

  04 

調製し又は保存に

適する処理をした

その他の野菜（冷

凍したものに限る

ものとし、食酢又

は酢酸により調製

し又は保存に適す

る処理をしたもの

及び第 20.06 項の

物品を除く。） 

 
禁 止  20041000, 

20049000, 

  05 

調製し又は保存に

適する処理をした

その他の野菜（冷

凍してないものに

限るものとし、食

酢又は酢酸により

調製し又は保存に

適する処理をした

もの及び第 20.06

項 の 物 品 を 除

く。 ） 

 

禁 止  20051000, 

20052000, 20054000, 

20055100, 20055900, 

20056000, 20057000, 

20059100, 20059900, 
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  06 

砂糖により調製し

た野菜、果実、ナ

ット、果皮その他

植物の部分（ドレ

インしたもの、グ

ラッセのもの及び

クリスタライズし

たものに限る。 ） 

 禁止 20060000, 

  08 

果実、ナットその

他植物の食用の部

分（その他の調製

をし又は保存に適

する処理をしたも

の に 限 る も の と

し、砂糖その他の

甘味料又はアルコ

ールを加えてある

か な い か を 問 わ

ず、他の項に該当

す る も の を 除

く。 ） 

 

禁 止  20081100, 

20081910, 20081990, 

20084010, 20084090, 

20085010, 20085090, 

20086010, 20086090, 

20087090, 20088010, 

20088090, 20089100, 

20089300, 20089710, 

20089790, 20089930, 

20089990, 20082090, 

20089920, 20083090 

  09 

果実、ナット又は

野 菜 の ジ ュ ー ス

（ぶどう搾汁及び

ココナッツウォー

ターを含み、発酵

し て お ら ず 、 か

つ、アルコールを

加えてないものに

限るものとし、砂

糖その他の甘味料

を加えてあるかな

いかを問わない。） 

200921, 200931, 200950, 200961, 200969, 

200971, 200979, 200981, 20098100, 

20098990 については、農業省の以前の認可 

- ジャハードが必要。 

禁 止  20091200, 

20092100, 20093100, 

20094100, 20095000, 

20096100, 20096900, 

20097100, 20097900, 

20098100, 20099000 

21 
各種の調製

食料品 
  

この章の対象となる商品の入国は、1967 年

に承認された食品および飲料に関する法律の

第 11 条の遵守の対象となる。 

 

  01 

コーヒー、茶又は

マテのエキス、エ

ッセンス及び濃縮

物並びにこれらを

も と と し た 調 製

品、コーヒー、茶

又はマテをもとと

した調製品並びに

チコリーその他の

コ ー ヒ ー 代 用 物

（いつたものに限

る。）並びにそのエ

キス、エッセンス

及び濃縮物 

 
禁 止  21011200, 

21013000 

  02 

酵母（活性のもの

であるかないかを

問わない。）及びそ

の他の単細胞微生

物（生きていない

ものに限るものと

 禁止 21023000 



イラン貿易管理制度 

最終更新日：2022 年 12 月 15 日 

禁無断転載 Copyright (C) 2022 JETRO. All rights reserved. 25 

 

し、第 30.02 項の

ワクチンを除く。）

並びに調製したベ

ーキングパウダー 

  03 

ソース、ソース用

の調製品、混合調

味料、マスタード

の粉及びミール並

びに調製したマス

タード 

 
禁 止  21031000, 

21032000, 21039010, 

21039090 

  04 

スープ、ブイヨン

及びその調製品 均

質化された複合食

品調製物 

 
禁 止  21041000, 

21042000 

  05 

アイスクリームそ

の他の氷菓（ココ

アを含有するかし

な い か を 問 わ な

い。） 

 禁止 21050000 

  06 

調製食料品（他の

項に該当するもの

を除く。） 

ＩＣＵ等の患者用の食品、サプリメント

21069090 および 21069080  (保健、治療およ

び医学教育省の裁量の対象となる)の関税に

関連の輸入関税は、価値の %5。 

禁 止  21061030, 

21069040, 21069085 

22 

飲料、アル

コール及び

食酢 

  

宗教的に禁止されている場合、この章に分類

される商品の輸入は禁止されている。 

産業省の承認、および保健・治療・医療教育

省の事前の同意があれば、100% 純粋なエタ

ノール (エチル アルコール エチル ヒドロキ

シド) の輸入が許可される。 

 

  01 

水（天然又は人造

の鉱水及び炭酸水

を含むものとし、

砂糖その他の甘味

料又は香味料を加

え た も の を 除

く。）、氷及び雪 

 
禁 止  22011000, 

22019000 

  02 

水（鉱水及び炭酸

水 を 含 む も の と

し、砂糖その他の

甘味料又は香味料

を加えたものに限

る。）その他のアル

コールを含有しな

い飲料（第 20.09

項の果実、ナット

又は野菜のジュー

スを除く。）. 

 
禁 止  22021000, 

22029100, 22029990, 

22029910 

  03 ビール  禁止 22030000 

  04 

ぶどう酒（強化ぶ

どう酒を含むもの

とし、生鮮のぶど

うから製造したも

のに限る。）及びぶ

 
禁 止  22041000, 

22042100, 22042200, 

22042900, 22043000 
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ど う 搾 汁 （ 第

20.09 項のものを

除く。） 

  05 

ベルモットその他

のぶどう酒（生鮮

のぶどうから製造

したもので、植物

又は芳香性物質に

より香味を付けた

ものに限る。） 

 22051000, 22059000 

  06 

そ の 他 の 発 酵 酒

（例えば、りんご

酒、梨酒、ミード

及び清酒）並びに

発酵酒とアルコー

ルを含有しない飲

料との混合物及び

発 酵 酒 の 混 合 物

（他の項に該当す

るものを除く。）. 

 禁止 22060000 

  07 

エチルアルコール

（変性させてない

ものでアルコール

分が 80％以上のも

のに限る。）及び変

性アルコール（ア

ルコール分のいか

んを問わない。） 

 禁止 22072000 

  08 

エチルアルコール

（変性させてない

ものでアルコール

分が 80％未満のも

のに限る。）及び蒸

留酒、リキュール

その他のアルコー

ル飲料 

 

禁 止  22082000, 

22083000, 22084000, 

22085000, 22086000, 

22087000, 22089000 

  09 
食酢及び酢酸から

得た食酢代用物 
 

禁 止  22090010, 

22090090 

23 

食品工業に

おいて生ず

る残留物及

びくず並び

に調製飼料 

  

エントリーは、1971 年に制定された獣医法

第 7 条の遵守の対象となる。 

1967 年制定の植物防疫法第 11 条を遵守する

こと。 

 

  03 

でん粉製造の際に

生ずるかすその他

こ れ に 類 す る か

す 、 ビ ー ト パ ル

プ、バガスその他

の砂糖製造の際に

生ずるかす及び醸

造又は蒸留の際に

生ずるかす（ペレ

ット状であるかな

いかを問わない。） 

 禁止 23033000 



イラン貿易管理制度 

最終更新日：2022 年 12 月 15 日 

禁無断転載 Copyright (C) 2022 JETRO. All rights reserved. 27 

 

  06 

その他の植物性又

は微生物性の油か

す（粉砕してある

かないか又はペレ

ット状であるかな

いかを問わないも

のとし、第 23.04

項又は第 23.05 項

のものを除く。） 

 禁止 23069090 

  07 
ぶどう酒かす及び

アーゴル 
イスラム教の規則により禁止されている 

禁 止  23070010, 

23070090 

  08 

飼料用に供する種

類の植物材料、植

物のくず、植物の

かす及び植物性副

産物（ペレット状

であるかないかを

問 わ な い も の と

し、他の項に該当

するものを除く。） 

 
禁 止  23080010, 

23080090 

  09 
飼料用に供する種

類の調製品. 
 

禁 止  23091000, 

23099040 

24 

たばこ及び

製造たばこ

代用品、非

燃焼吸引用

の物品（ニ

コチンを含

有するかし

ないかを問

わない。）並

びにニコチ

ンを含有す

るその他の

物品（ニコ

チンを人体

に摂取する

ためのもの

に限る。） 

 

  

未製造または乾燥たばこおよびその廃棄物の

持ち込みは、1967 年に採択された植物防疫

法第 11 条の遵守の対象となる。 

 

  02 

葉巻たばこ、シェ

ルート、シガリロ

及 び 紙 巻 た ば こ

（たばこ又はたば

こ代用物から成る

ものに限る。）. 

 
禁 止  24021000, 

24022000, 24029000 

  04 

たばこ、再構成た

ばこ、ニコチン、

またはたばこまた

はニコチン代用品

を含む製品で、燃

焼せずに吸入する

ことを目的として

います。 人体への

 
禁 止  24041200, 

24049100, 24049900 
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ニコチンの摂取を

目的としたその他

のニコチン含有製

品 

25    

純粋な塩化ナトリウム (塩) の輸入は、1967 

年に承認された食品および飲料に関する法律 

(1346) の第 16 条の遵守の対象となる。 

 

  01 

塩（食卓塩及び変

性させた塩を含む

ものとし、水溶液

であるかないか又

は固結防止剤を含

有するかしないか

を問わない。）、純

塩 化 ナ ト リ ウ ム

（水溶液であるか

ないか又は固結防

止剤を含有するか

しないかを問わな

い。）及び海水 

 禁止 25010010 

  08 

その他の粘土、ア

ンダルーサイト、

カイアナイト及び

シリマナイト（焼

いてあるかないか

を問わないものと

し、第 68.06 項の

エキスパンデッド

クレーを除く。）並

びにムライト、シ

ャモット及びダイ

ナスアース 

 禁止 25084010 

  13 

コランダム、ガー

ネットその他の研

磨用の材料（天然

のものに限るもの

とし、熱処理をし

てあるかないかを

問わない。）、パミ

スストーン及びエ

メリー 

 
禁 止  25131000, 

25132010 

  14 .  禁止 25140000 

  15 

大理石、トラバー

チン、エコーシン

その他の石碑用又

は建築用の石灰質

の岩石（見掛け比

重が 2.5 以上のも

の に 限 る も の と

し、粗削りしてあ

るかないか又はの

こぎりでひくこと

その他の方法によ

り長方形（正方形

 
禁 止  25151110, 

25151120, 25151190, 

25151200, 25152000 
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を含む。）の塊状若

しくは板状に単に

切つてあるかない

かを問わない。）及

び ア ラ バ ス タ ー

（粗削りしてある

かないか又はのこ

ぎりでひくことそ

の他の方法により

長方形（正方形を

含む。）の塊状若し

くは板状に単に切

つてあるかないか

を問わない。） 

  16 

花 こ う 岩 、 は ん

岩、玄武岩、砂岩

その他の石碑用又

は 建 築 用 の 岩 石

（粗削りしてある

かないか又はのこ

ぎりでひくことそ

の他の方法により

長方形（正方形を

含む。）の塊状若し

くは板状に単に切

つてあるかないか

を問わない。） 

 
25161200, 25162000, 

25169000 

  17 

小石、砂利及び砕

石（コンクリート

用、道路舗装用又

は鉄道用その他の

バラスト用に通常

供するものに限る

ものとし、熱処理

をしてあるかない

かを問わない。）、

シングル及びフリ

ント（熱処理をし

てあるかないかを

問わない。）並びに

スラグ、ドロスそ

の他これらに類す

る工業廃棄物から

成るマカダム（小

石、砂利、砕石、

シングル又はフリ

ントを混入してあ

るかないかを問わ

ない。）及びタール

マカダム並びに第

25.15 項 又 は 第

25.16 項の岩石の

粒 、 破 片 及 び 粉

（熱処理をしてあ

るかないかを問わ

ない。 

 
禁 止  25171010, 

25171020, 25171090, 

25174100, 25174900 
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  18 

 

ドロマイト（粗削

りしたもの及びの

こぎりでひくこと

その他の方法によ

り長方形（正方形

を含む。）の塊状又

は板状に単に切つ

たものを含むもの

とし、焼いてある

かないか又は焼結

してあるかないか

を問わない。） 

 

 禁止 25182000 

  20 

天然石膏及び天然

無水石膏並びに天

然石膏を焼いたも

の又は硫酸カルシ

ウムから成るプラ

スター（着色して

あるかないか又は

少量の促進剤若し

くは遅緩剤を加え

てあるかないかを

問わない。） 

 
禁 止  25201000, 

25202000 

  21 

石灰石その他の石

灰質の岩石（石灰

又はセメントの製

造に使用する種類

のものに限る。） 

 禁止 25210000 

  23 

 

ポートランドセメ

ント、アルミナセ

メント、スラグセ

メント、スーパー

サルフェートセメ

ントその他これら

に類する水硬性セ

メント（着色して

あるかないか又は

クリンカー状であ

るかないかを問わ

ない。） 

 

 

禁 止  25231000, 

25232100, 25232900, 

25239010, 25239020, 

25239090 

26 

鉱石、スラ

グ及び灰 

 

  

関税項目 26121010、26122010、およびその

他 の 輸 入 お よ び 通 関 タ リ フ  ラ イ ン 

26159010、26159090 の輸入、通関、通過、

および輸出は、イラン原子力機関の承認が必

要。  

 

  01 

鉄鉱（精鉱及び焼

いた硫化鉄鉱を含

む。） 

 

 

禁 止  26011110, 

26011120, 26011130, 

26011140, 26011150, 

26011190, 26012000 

  10 
クロム鉱（精鉱を

含む。） 
 禁止 26100010 
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  21 

その他のスラグ及

び 灰 （ 海 草 の 灰

（ ケ ル プ ） を 含

む。）並びに都市廃

棄物の焼却によつ

て生じた灰及び残

留物. 

 
禁 止  26211000, 

26219000 

29 有機化成品   

a) 各種医薬品、ビタミン剤、ホルモン剤、

抗生物質等、麻薬性物質、毒性物質、サッカ

リン、サッカリン原料、ブルードメチリン等

の医療用又は食品用の輸入並びにピラミデン

末、アンチピリン末及びこれらの配合物の輸

入 保健・治療・医学教育省の承認が必要。 

また、ＨＳコードの 29304000、29224100、

29225090 は、医療または食品の使用の場

合、保健医療および医学教育省の承認の対象

となり、獣医および家畜の場合は、農業ジハ

ード省の承認の対象となる。 

b) 農業および獣医学で使用されるさまざま

な種類の殺虫剤および家畜外部寄生虫駆除剤

の輸出入は、農業省ジハードの承認の対象と

なる。 

 

  01 非環式炭化水素  禁止 29011010 

30 医薬品   

b) この章で注意事項の欄に記号 (▃) で示さ

れている製品の輸入は、通関規則第 122 条 

(ch) のライセンスを取得する場合に限られ

る。 

c) 関税 30059030 に分類される慢性創傷用の

高度な消耗品の輸入関税は、保健医療および

医学教育省の承認および承認を条件として 

a) 動物用医薬品、獣医用医薬品、および生

物学的材料の輸入および輸出は、農業ジハー

ド省の許可が必要。 

 1% に設定されています。 

d) 4% から 1% への関税引き下げの対象とな

る医薬品、機器の消耗品 (本章またはその他

の関税項目に分類されるもの) に関連する関

税項目 (2022 年のイランの予算法に従う) 

は、イランの税関システムにおける保健医療

教育省の食品および食品組織の対象確認が必

用。 (通関のため)。 

 

  01 

器官治療用の腺お

よびその他の器官

（ 乾 燥 し た も の

で、器官治療用の

腺またはその他の

器官またはそれら

の分泌物の粉末抽

出物であるかどう

かを問わない。） 

ヘパリンおよびそ

の塩; 他に指定さ

れていない、また

は 含 ま れ て い な

 禁止 30019010 
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い、治療または予

防用に調製された

その他のヒトまた

は動物の物質 

  06 
本章の注 4 に規定

する医薬品 

4% から 1% への関税の引き下げの対象となる

医薬品、機器、および医療消耗品 (この章ま

たは他の章で分類される) に関連する関税品

目 (2022 年のイランの予算法の対象となる）

は、イランの税関システムでの保健医療教育

省の食品および医薬品組織の対象確認が必

用。（通関のため） 

禁 止  30069310, 

30069390 

33 

精油、レジ

ノイド、調

製香料及び

化粧品類 

  

輸入は、1967 年に承認された食品、飲料お

よび化粧品に関する法律 (1346) の第 16 条

の遵守の対象となる。 

 

  01 

精油（コンクリー

トのもの及びアブ

ソリュートのもの

を含むものとし、

テルペンを除いて

あるかないかを問

わない。）、レジノ

イド、オレオレジ

ン抽出物、精油の

コンセントレート

（冷浸法又は温浸

法により得たもの

で、油脂、ろうそ

の他これらに類す

る物品を媒質とし

て い る も の に 限

る。）、精油からテ

ルペンを除く際に

生ずるテルペン系

副産物並びに精油

のアキュアスディ

スチレート及びア

キュアスソリュー

ション. 

 
禁 止  33019011, 

33019012, 33019019 

  03 香水  
禁 止  33030020, 

33030090 

  04 

美容用、メーキャ

ップ用又は皮膚の

手入れ用の調製品

（日焼止め用又は

日焼け用の調製品

を含むものとし、

医薬品を除く。）及

びマニキュア用又

はペディキュア用

の調製品 

 

禁 止  33041010, 

33041090, 33042010, 

33042020, 33042090, 

33043010, 33043090, 

33049110, 33049190, 

33049920, 33049990 

  05 頭髪用の調製品  
禁 止  33052000, 

33053000, 33059010 
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  06   
禁 止  33061000, 

33062000, 33069090 

  07 

ひげそり前用、ひ

げそり用又はひげ

そ り 後 用 の 調 製

品、身体用の防臭

剤 、 浴 用 の 調 製

品、脱毛剤その他

の調製香料及び化

粧品類（他の項に

該当するものを除

く。）並びに調製し

た室内防臭剤（芳

香を付けてあるか

ないか又は消毒作

用を有するか有し

な い か を 問 わ な

い。） 

 

禁 止  33071010, 

33071090, 33073000, 

33074100, 33074900, 

33079020, 33079030, 

33079090, 33072000 

34 

せつけん、

有機界面活

性 剤 、 洗

剤、調製潤

滑剤、人造

ろう、調製

ろう、磨き

剤、ろうそ

くその他こ

れに類する

物品、モデ

リングペー

スト、歯科

用ワックス

及びプラス

ターをもと

とした歯科

用の調製品  

  

輸入は、1967 年に承認された食品、飲料お

よび化粧品に関する法律 (1346) の第 16 条

の遵守の対象となる。 

 

  01 

せつけん、有機界

面活性剤及びその

調製品（せつけん

として使用するも

ので、棒状にし、

ケーキ状にし又は

成型したものに限

るものとし、せつ

けんを含有するか

しないかを問わな

い。）、有機界面活

性剤及びその調製

品（皮膚の洗浄に

使用するもので、

液状又はクリーム

状で小売用にした

ものに限るものと

し、せつけんを含

有するかしないか

 

禁 止  34011110, 

34011120, 34011130, 

34011150, 34011190, 

34011900, 34012010, 

34012040, 34012090, 

34012020, 34013000 
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を問わない。）並び

にせつけん又は洗

浄 剤 を 染 み 込 ま

せ、塗布し又は被

覆した紙、ウォッ

ディング、フェル

ト及び不織布 

  02 

有 機 界 面 活 性 剤

（ せ つ け ん を 除

く。）並びに調製界

面活性剤、調製洗

剤、補助的調製洗

剤及び清浄用調製

品（せつけんを含

有するかしないか

を問わないものと

し、第 34.01 項の

ものを除く。） 

 
禁 止  34029010, 

34025010, 34025029, 

34025090 

  05 

フットウェア、家

具、床、車体、ガ

ラスまたは金属用

のつや出し剤およ

びクリーム、研磨

ペーストおよび粉

末、ならびに類似

の調合物（紙、詰

め物、フェルト、

不織布、気泡プラ

スチックまたは気

泡ゴムの形態であ

るかどうかにかか

わらず、含浸、コ

ーティングまたは

被覆されているか

ど う か を 問 わ な

い） ヒースのワッ

クスを除く 34.04 

 
禁 止  34051000, 

34052000,  

  06 
ろうそく及びこれ

に類する物品. 
 禁止 34060000 

  07 

子供の娯楽用に用

意されたものを含

むモデリング ペー

スト、「デンタル 

ワックス」または

「歯科印象用コン

パウンド」として

知 ら れ る 調 合 物

で、セットで、小

売り用のパッケー

ジで、またはプレ

ート、馬蹄形、ス

ティック、または

類似の形で置かれ

ます。 石膏（焼石

膏または硫酸カル

 禁止 34070020 
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シウム）をベース

にした歯科用のそ

の他の調剤 

36 

爆発物; 花

火製品; マ

ッチ; 自然

発火性合金; 

特定の可燃

性製剤 

  

a) ダイナマイト、およびプリカッション キ

ャップや爆薬シリンダーなどのその他の爆薬

の輸出入は、国防省の承認が必要。 

b) 鉱山労働者が使用するヒューズの輸入

は、国防省の承認が必要。 

c) HS コード 3601、3602、3603、3604 の輸

入は政府の承認が必要だが、 3604 は電力省

の承認が必要。 

d) 36020010 の輸入は、通関規則第 122 条 

(1) 項のライセンスを取得するために制限さ

れている。 

 

  04 

花火、信号灯、レ

インロケット、霧

信号、その他の火

工品 

 禁止 36041000 

  05 

マッチ（第 36.04

項 の 火 工 品 を 除

く。） 

 禁止 36050000 

38 
各種の化学

工業生産品 
  

関税項目 3821、3822 (非産業用途の場合)の

対象となる商品の輸入は、保健、治療、医学

教育省または獣医機関 (場合によって) の事

前の同意があれば可能。 

関税番号 38221910の輸入と通関は、イラン原

子力機関の承認が必要。 

 

  08 

殺虫剤、殺鼠剤、

殺菌剤、除草剤、

発芽抑制剤、植物

生長調整剤、消毒

剤その他これらに

類する物品（小売

用の形状若しくは

包装にし、製剤に

し又は製品にした

もの（例えば、硫

黄を含ませた帯、

芯及びろうそく並

びにはえ取り紙）

に限る。） 

関税第 3808 号に分類される商品の輸入は、

必要に応じて保健医療教育省または農業ジハ

ード省の承認を受ける必要がある。. 

第 38085910号の輸入は、通関規則第 122条第

(ch)項の許可を受けることが制限されていま

す。 第 38085910 号は、通関規則第 122 条第

(ch)節の許可を受けるに限る。 

禁 止  38089121, 

38089413  

  25 

 

化学工業（類似の

工業を含む。）にお

いて生ずる残留物

（他の項に該当す

るものを除く。）、

都市廃棄物、下水

汚泥及びこの類の

注 6 のその他の廃

棄物 

 

 

禁 止  38251000, 

38252000, 38253000, 

38254100, 38254900, 

38255000, 38256100, 

38256900, 38259000 

39 

プラスチッ

ク及びその

製品 

  

この項目の対象となる爆発物の輸入と通関

は、国防省の承認が必要。 

この項目取り上げるリストの一次化学物質の

輸入には、化学兵器への化学兵器の使用禁止
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に関する条約および輸出入に関する一般規則

に基づき、外務省の事前承認が必要であるす

べての当事者を拘束する。 

人工肛門と尿バッグの輸入は、保健、治療、

医学教育省の承認が必要。 

第 39199060 号の輸入は、通関規則第 122 条

(ch)項の許可を受けるに限る。 

  18 

プラスチック製の

床用敷物（接着性

を有するか有しな

いかを問わないも

のとし、ロール状

又はタイル状のも

のに限る。）並びに

この類の注 9 のプ

ラスチック製の壁

面被覆材及び天井

被覆材 

 
禁 止  39181010, 

39189010 

  22 

プラスチック製の

浴槽、シャワーバ

ス、台所用流し、

洗面台、ビデ、便

器、便座、便器用

の覆い、水洗用の

水槽その他これら

に類する衛生用品 

 
禁 止  3922100, 

39222000 

  24 

プラスチック製の

食卓用品、台所用

品その他の家庭用

品及び化粧用品 

 
禁 止  39241010, 

39241090, 39249000 

  25 

プラスチック製の

建築用品（他の項

に該当するものを

除く。） 

 
禁 止  39252000, 

39253000 

  26 

その他のプラスチ

ッ ク 製 品 及 び 第

39.01 項 か ら 第

39.14 項までの材

料（プラスチック

を除く。）から成る

製品 

 
禁 止  39261000, 

39264000 

40 
ゴム及びそ

の製品 
  

保健および医療部門で使用される部品および

消耗品の輸入は、保健、治療および医学教育

省の承認の対象となる。 

乳首、キャップ、および衛生および保護目的

の物品の輸入は、保健・治療・医学教育省の

承認が必要。 

 

  13 
イ ン ナ ー チ ュ ー

ブ、ゴム製 
 

禁 止  40131000, 

40132000, 40139020, 

40139090 

  15 

衣類及び衣類附属

品（手袋、ミトン

及 び ミ ッ ト を 含

み、加硫したゴム

（ 硬 質 ゴ ム を 除

く。）製のものに限

 禁止 40151910 
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るものとし、用途

を問わない。）r 

  16 

その他の製品（加

硫したゴム（硬質

ゴムを除く。）製の

ものに限る。） 

 
禁 止  40169100, 

40169510, 40169590, 

40169200, 40169520 

41 

原皮（毛皮

を除く。）及

び革 

  
宗教上、肉が禁止されている動物の皮や革の

持ち込みは禁止。 
 

  02 

羊の原皮（生鮮の

もの及び塩蔵、乾

燥、石灰漬け、酸

漬けその他の保存

に適する処理をし

た も の で 、 な め

し、パーチメント

仕上げ又はこれら

以上の加工をして

ないものに限るも

のとし、毛が付い

ているかいないか

又はスプリットし

てあるかないかを

問 わ な い 。 た だ

し 、 こ の 類 の 注

1(c)の規定により

除かれているもの

を含まない。） 

 
禁 止  41021000, 

41022100, 41022900 

  03 

その他の原皮（生

鮮 の も の 及 び 塩

蔵、乾燥、石灰漬

け、酸漬けその他

の保存に適する処

理をしたもので、

なめし、パーチメ

ント仕上げ又はこ

れら以上の加工を

してないものに限

るものとし、脱毛

してあるかないか

又はスプリットし

てあるかないかを

問 わ な い 。 た だ

し、この類の注 1

の(b)又は(c)の規

定により除かれて

いるものを含まな

い。） 

 
禁 止  41032000, 

41033000, 41039000 

  05 

羊 の な め し た 皮

（なめしたもの及

びクラストにした

もので、これらを

超える加工をして

おらず、毛が付い

ていないものに限

 
禁 止  41051000, 

41053000 
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るものとし、スプ

リットしてあるか

な い か を 問 わ な

い。）  

  06 

その他の動物のな

めした皮（なめし

たもの及びクラス

トにしたもので、

これらを超える加

工をしておらず、

毛が付いていない

ものに限るものと

し、スプリットし

てあるかないかを

問わない。） 

 
禁 止  41063100, 

41063200, 41064000, 

41069100, 41069200 

  13 

その他の動物の革

（なめした又はク

ラストにした後こ

れらを超える加工

をしたもので、パ

ーチメント仕上げ

を し た も の を 含

み、毛が付いてい

ないものに限るも

のとし、スプリッ

トしてあるかない

か を 問 わ ず 、 第

41.14 項の革を除

く。） 

 
禁 止  41132000, 

41133000, 41139000 

  15 

コンポジションレ

ザー（革又は革繊

維をもととして製

造したもので、板

状、シート状又は

ストリップ状のも

の に 限 る も の と

し、巻いてあるか

な い か を 問 わ な

い。）、革又はコン

ポジションレザー

のくず（革製品の

製造に適しないも

のに限る。）及び革

の粉 

 禁止 41152000 

42 

革製品及び

動物用装着

具並びに旅

行用具、ハ

ンドバッグ

その他これ

らに類する

容器並びに

腸の製品 

  
宗教上、肉が禁止されている動物の皮や革の

持ち込みは禁止。 
 

  01 

動物用装着具（引

き革、引き綱、ひ

ざ当て、口輪、く

 禁止 42010000 
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ら敷き、くら袋、

犬用のコートその

他これらに類する

物品を含むものと

し、材料を問わな

い。） 

  02 

旅行用バッグ、断

熱加工された飲食

料用バッグ、化粧

用バッグ、リュッ

クサック、ハンド

バッグ、買物袋、

財布、マップケー

ス、シガレットケ

ー ス 、 た ば こ 入

れ、工具袋、スポ

ーツバッグ、瓶用

ケ ー ス 、 宝 石 入

れ 、 お し ろ い 入

れ、刃物用ケース

その他これらに類

する容器（革、コ

ンポジションレザ

ー、プラスチック

シート、紡織用繊

維、バルカナイズ

ドファイバー若し

くは板紙から製造

し又は全部若しく

は大部分をこれら

の材料若しくは紙

で被覆したものに

限る。）及びトラン

ク 、 ス ー ツ ケ ー

ス、携帯用化粧道

具入れ、エグゼク

ティブケース、書

類かばん、通学用

かばん、眼鏡用ケ

ース、双眼鏡用ケ

ース、写真機用ケ

ース、楽器用ケー

ス、銃用ケース、

けん銃用のホルス

ターその他これら

に類する容器 

 

禁 止  42021110, 

42021190, 42021200, 

42021900, 42022110, 

42022190, 42022210, 

42022220, 42022230, 

42022290, 42022900, 

42023100, 42023200, 

42023900, 42029100, 

42029200, 42029900 

  03 

衣類及び衣類附属

品（革製又はコン

ポジションレザー

製のものに限る。） 

 

禁 止  42031090, 

42032190, 42032900, 

42033010, 42033090, 

42034000, 

  05 

その他の革製品及

びコンポジション

レザー製品 

 
禁 止 

42050010,42050020,  

42050092 

  06 

腸、ゴールドビー

ターススキン、ぼ

うこう又は腱の製

 
禁 止  42060010, 

42060090 
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品 

43 

毛皮及び人

造毛皮並び

にこれらの

製品 

  

この章で扱う野生動物の皮の輸入と輸出は、

環境保護機構の承認が必要。 

肉が宗教的に禁じられている動物の皮や革の

持ち込みは禁止。 

 

  01 

原毛皮（頭部、尾

部、足部その他の

切片で毛皮業者の

使用に適するもの

を含むものとし、

第 41.01 項から第

41.03 項までの原

皮を除く。） 

 

禁 止  43011000, 

43013000, 43016000, 

43018010, 43018090, 

43019000 

  02 

なめし又は仕上げ

た毛皮（頭部、尾

部、足部その他の

切片を含み、組み

合わせてないもの

及び他の材料を加

えることなく組み

合わせたものに限

る も の と し 、 第

43.03 項のものを

除く。） 

 
禁 止  43021100, 

43021900, 43022000, 

43023000 

  03 
衣類、衣類附属品

その他の毛皮製品 
 

禁 止  43031000, 

43039000,  

  04 
人工毛皮およびそ

の製品 
 禁止 430340000 

44 

木材及びそ

の製品並び

に木炭 

  
入国は、1967 年に承認された植物防疫法 

(1346) の第 11 条の遵守の対象となる。 
 

  10 

 

パーティクルボー

ド、オリエンテッ

ドストランドボー

ド（OSB）その他こ

れに類するボード

（例えば、ウェフ

ァーボード）（木材

その他の木質の材

料のものに限るも

のとし、樹脂その

他の有機結合剤に

より凝結させてあ

るかないかを問わ

ない。） 

 

 
禁 止  44109090, 

44101190, 44101290, 

44101990, 

  11 

繊維板（木材その

他の木質の材料の

ものに限るものと

し、樹脂その他の

有機物質により結

 

禁 止 44111291, 

44111292, 44111299, 

44111391, 44111392, 

44111399, 44111491, 

44111492, 44111499, 
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合してあるかない

かを問わない。） 

44119290, 44119390, 

44119490, 

  14 
絵画、写真、鏡な

どの木製フレーム 
 

禁 止  44141010, 

44141020, 44141090, 

44149020, 44149090 

  16 

木 の 樽 、 樽 、 大

桶、たらい、その

他のたる製造業者

の製品およびその

部 分 品 （ 棒 を 含

む） 

 禁止 44160000 

  18 

木製建具及び建築

用木工品（セルラ

ーウッドパネル、

組み合わせた床用

パネル及びこけら

板を含む。） 

 

禁 止  44181111, 

44181911, 44182119, 

44182919, 44181112, 

44181113, 4418119, 

44181120, 44181912, 

44181913, 44181919, 

44181920, 44182111, 

44182112, 44182113, 

44182911, 44182912, 

44182913, 44187900, 

44188100, 44188200, 

44188900, 44189200 

  19 
木製の食卓用品及

び台所用品 
 

禁 止  44191110, 

44191190, 44191910, 

44191990, 44192010, 

44192092, 44199010, 

44199090, 44191200 

  20 

寄せ木し又は象眼

した木材、宝石用

又は刃物用の木製

の箱、ケースその

他これらに類する

製品及び木製の小

像その他の装飾品

並びに第 94 類に属

しない木製の家具 

 

禁 止  4420111, 

44201120, 44201130, 

44201190, 44209010, 

44209020, 44209030, 

44209040, 44209050, 

44209060, 44209090, 

44201910, 44201920, 

44201930, 44201990 

  21 その他の木製品  
禁 止  44211010, 

44211090, 44219110, 

44219920 

46 

わら、エス

パルトその

他の組物材

料の製品並

びにかご細

工物及び枝

条細工物 

    

  01 

さなだその他これ

に類する組物材料

から成る物品（ス

トリップ状である

かないかを問わな

い。）並びに組物材

料又はさなだその

他これに類する組

物材料から成る物

品を平行につなぎ

 

禁 止  46012100, 

46012200, 46012900, 

46019200, 46019300, 

46019400, 46019900 
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及び織つたもので

あつてシート状の

も の （ 最 終 製 品

（敷物、壁掛等）

であるかないかを

問わない。） 

  02 

かご細工物、枝条

細工物その他の製

品（組物材料から

直接造形したもの

及び第 46.01 項の

物品から製造した

ものに限る。）及び

へちま製品 

 

禁 止  46021100, 

46021210, 46021220, 

46021290, 46021910, 

46021990, 46029000 

48 

紙及び板紙

並びに製紙

用パルプ、

紙又は板紙

の製品  

  

有価証券等の書類を作成するためのあらゆる

種類の証券用紙の輸入は、イラン・イスラム

共和国中央銀行の承認の対象となり、イラ

ン・イスラム共和国のシンボルが入ったあら

ゆる種類の透かし紙の輸入は、 経済財務省

の承認が必要。 

48021010 、 48021020 、 48021030 お よ び 

48119010 の輸入は、通関規則第 122 条 (ch) 

項の許可を受ける場合に限られます。 

 

  02 

筆記用、印刷用そ

の他のグラフィッ

ク用に供する種類

の塗布してない紙

及び板紙、せん孔

カード用紙及びせ

ん 孔 テ ー プ 用 紙

（ロール状又は長

方形（正方形を含

む。）のシート状の

ものに限るものと

し、大きさを問わ

ず、第 48.01 項又

は第 48.03 項の紙

を除く。）並びに手

すきの紙及び板紙 

 
禁 止  48025600, 

48026200 

  17 

紙製又は板紙製の

封筒及び通信用カ

ード並びに封筒、

通信用カード、便

せん等を紙製又は

板紙製の箱、袋そ

の他の容器に詰め

合わせたもの 

 
禁 止  48171000, 

48172000, 48173000 

  18 

トイレットペーパ

ーその他これに類

する家庭用又は衛

生用に供する種類

の紙、セルロース

ウォッディング及

びセルロース繊維

のウェブ（幅が 36

センチメートル以

 
禁 止  48181000, 

48182000, 48183000, 

48189090 
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下のロール状にし

又は特定の大きさ

若しくは形状に切

つたものに限る。）

並びに製紙用パル

プ製、紙製、セル

ロースウォッディ

ング製又はセルロ

ース繊維のウェブ

製のハンカチ、ク

レンジングティッ

シュ、タオル、テ

ーブルクロス、ナ

プキン、ベッドシ

ーツその他これら

に 類 す る 家 庭 用

品、衛生用品及び

病院用品、衣類並

びに衣類附属品 

  20 

紙製又は板紙製の

帳簿、会計簿、雑

記帳、注文帳、領

収帳、便せん、メ

モ帳、日記帳その

他これらに類する

製品、練習帳、吸

取 紙 、 バ イ ン ダ

ー、書類挟み、フ

ァイルカバー、転

写式の事務用印刷

物、挿入式カーボ

ンセットその他の

文房具及び事務用

品、アルバム（見

本用又は収集用の

ものに限る。）並び

にブックカバー 

 

禁 止  48201000, 

48202000, 48203000, 

48204000, 48205000, 

48209000 

  23 

そ の 他 の 紙 、 板

紙、セルロースウ

ォッディング及び

セルロース繊維の

ウェブ（特定の大

きさ又は形状に切

つたものに限る。）

並びに製紙用パル

プ、紙、板紙、セ

ルロースウォッデ

ィング又はセルロ

ース繊維のウェブ

のその他の製品 

 
禁 止  48236100, 

48236900, 48239020, 

48239030 

49 

印刷した書

籍、新聞、

絵画その他

の印刷物並

びに手書き

文書、タイ

  

例外なくエントリーする（科学研究技術省の

承認のみを必要とする科学書籍および出版物

を除く）には、文化イスラム指導省の許可が

必要。 

b) 内部供給が許可されていない品目の輸出

については、関連するライセンスを文化・イ
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プ文書、設

計図及び図

案 

スラム指導省から取得する必要。 

  09 

葉書（印刷したも

の及び挿絵を有す

るものに限る。）及

び 個 人 の あ い さ

つ、伝言又は通知

を印刷したカード

（挿絵を有するか

有しないか又は封

筒若しくはトリミ

ング付きであるか

な い か を 問 わ な

い。） 

 禁止 49090000 

  10 

カレンダー（カレ

ンダーブロックを

含むものとし、印

刷 し た も の に 限

る。） 

 禁止 49100000 

50 
絹及び絹織

物 
  

a) この項目の対象となる蚕の繭の輸入と輸

出は、1971 年 (1350 年) に可決された獣医

法第 7 条の対象となる。 

b) 手術用糸を製造するための絹糸および絹

の廃棄物から紡がれた糸の輸入は、保健、治

療および医学教育省の裁量および承認の対象

となります。 

c)、遺伝子組み換え生物およびトランスジェ

ニック製品の輸出入には国家、安全保障、お

よび生物学的法的規定を保存に関する義務が

あり、ジハード農業省の事前の許可が必用。 

d) 関税が 4% から 1% に引き下げられる 

(2022 年のイランの予算法に従い、注 7、パ

ラグラフ H、構成要素 2) は、イランの税関

システム (通関のため) での Hwalth and 

Medical Education 省の食品および医薬品組

織の対象となる確認です。 

 

  03 

絹のくず（繰糸に

適しない繭、糸く

ず及び反毛した繊

維を含む。 

 禁止 50030000 

  06 

絹糸、絹紡糸及び

絹紡紬糸（小売用

に し た も の に 限

る。）並びに天然て

ぐす 

 禁止 50060000 

  07 絹織物  
禁 止  50071010, 

50071020, 50071030, 

50072010 

51 

羊毛、繊獣

毛、粗獣毛

及び馬毛の

糸並びにこ

れらの織物 

  

a) 宗教的に食肉が禁止されている動物、お

よびイスラム教の儀式に従って屠殺されてい

ない動物の毛の輸入は禁止。 

この項目の対象となる動物由来の未加工製品

の輸出入は、1971 年に可決された獣医法 

(1350) の第 7 条に準拠する必要がある。 
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  03 

羊毛、繊獣毛又は

粗獣毛のくず（糸

くずを含むものと

し、反毛した繊維

を除く。） 

 
禁 止  51032000, 

51033000 

  04 

羊毛、繊獣毛又は

粗獣毛のくず（反

毛 し た 繊 維 に 限

る。） 

 禁止 51040000 

56 

ウォッディ

ング、フェ

ルト、不織

布及び特殊

糸並びにひ

も、綱及び

ケーブル並

びにこれら

の製品 

 

  

第 56.01 項に該当する衛生用品の輸入は、

1967 年に承認された食品および飲料に関す

る法律 (1346) 第 16 条の遵守を条件とす

る。. 

 

  01 

紡織用繊維のウォ

ッディング及びそ

の製品並びに長さ

が 5 ミリメートル

以下の紡織用繊維

（フロック）、紡織

用繊維のダスト及

びミルネップ 

 禁止 56012110 

57 

じゆうたん

その他の紡

織用繊維の

床用敷物  

    

  01 

じゆうたんその他

の紡織用繊維の床

用敷物（結びパイ

ルのものに限るも

のとし、製品にし

たものであるかな

いかを問わない。） 

 
禁 止  57011010, 

57011090, 57019000 

  02 

じゆうたんその他

の紡織用繊維の床

用敷物（ケレムラ

グ、シュマックラ

グ、カラマニラグ

その他これらに類

する手織りの敷物

を含み、織物製の

ものに限るものと

し、製品にしたも

のであるかないか

を問わず、タフト

し又はフロック加

工をしたものを除

く。） 

 

禁 止  57021010, 

57021020, 57021030, 

57021040, 57021050, 

57021060, 57021090, 

57022000, 57023100, 

57023200, 57023900, 

57024100, 57024200, 

57024900, 57025000, 

57029110, 57029190, 

57029200, 57029910, 

57029990 

  03 

じゆうたんその他

の紡織用繊維の床

用敷物（人工芝を

 
禁 止  57031000, 

57039000, 57032100, 

57032900, 57033100, 
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含み、タフトした

ものに限るものと

し、製品にしたも

のであるかないか

を問わない。） 

57033900 

  04 

じゆうたんその他

の紡織用繊維の床

用敷物（フェルト

製のものに限るも

のとし、製品にし

たものであるかな

いかを問わず、タ

フトし又はフロッ

ク加工をしたもの

を除く。） 

 
禁 止  57041000, 

57042000, 57049010, 

57049090 

  05 

じゆうたんその他

の紡織用繊維の床

用敷物（製品にし

たものであるかな

いかを問わないも

のとし、この類の

他の項に該当する

ものを除く。） 

 
禁 止  57050010, 

57050090,  

58 

特殊織物、

タフテッド

織物類、レ

ース、つづ

れ織物、ト

リミング及

びししゆう

布 

 

  

関税番号 58081000 の対象となる手術用糸の

製造に必要な材料 (糸) の輸入関税は、保

健、治療、医学教育省の裁量により、5%。 

 

  05 

ゴブラン織り、フ

ランダース織り、

オ ー ビ ュ ソ ン 織

り、ボーベ織りそ

の他これらに類す

る手織りのつづれ

織物及びプチポワ

ン、クロスステッ

チ等を使用して手

針によりつづれ織

り 風 に し た 織 物

（製品にしたもの

であるかないかを

問わない。） 

 禁止 58050000 

59 

染 み 込 ま

せ 、 塗 布

し、被覆し

又は積層し

た紡織用繊

維の織物類

及び工業用

の紡織用繊

維製品 
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  04 

リノリウム及び床

用敷物で紡織用繊

維の基布に塗布し

又は被覆したもの

（特定の形状に切

つてあるかないか

を問わない。） 

 
禁 止  59041000, 

59049000 

  05 
紡織用繊維の壁面

被覆材 
 禁止 59050000 

  07 

その他の紡織用繊

維の織物類（染み

込ませ、塗布し又

は被覆したものに

限る。）及び劇場用

又はスタジオ用の

背景幕その他これ

に類する物品に使

用する図案を描い

た織物類 

 禁止 59070010 

61 

衣類及び衣

類 附 属 品

（メリヤス

編み又はク

ロセ編みの

も の に 限

る。） 

  

第 61151020 号の商品の輸入と通関は、保

健、治療、医学教育省の承認の対象。. 

関税番号 61013010、61023010、6103310、

61043310、61034310、61046310 に分類され

る物品の輸入は、スポーツ青少年省による使

用の承認と承認を条件として許可。 

 

  01 

男子用のオーバー

コート、カーコー

ト、ケープ、クロ

ーク、アノラック

（スキージャケッ

トを含む。）、ウイ

ンドチーター、ウ

インドジャケット

その他これらに類

する製品（メリヤ

ス編み又はクロセ

編みのものに限る

も の と し 、 第

61.03 項のものを

除く。） 

 
禁 止  61012000, 

61013090, 61019000, 

61013010 

  02 

女子用のオーバー

コート、カーコー

ト、ケープ、クロ

ーク、アノラック

（スキージャケッ

トを含む。）、ウイ

ンドチーター、ウ

インドジャケット

その他これらに類

する製品（メリヤ

ス編み又はクロセ

編みのものに限る

も の と し 、 第

61.04 項のものを

 
禁 止  61021000, 

61022000, 61023010, 

61023090, 61029000, 
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除く。） 

  03 

 

男子用のスーツ、

アンサンブル、ジ

ャケット、ブレザ

ー、ズボン、胸当

てズボン、半ズボ

ン 及 び シ ョ ー ツ

（水着を除く。）

（メリヤス編み又

はクロセ編みのも

のに限る。） 

 

 

禁 止  61031000, 

61032200, 61032300, 

61032900, 61033100, 

61033200, 61033900, 

61043310, 61043390, 

61034100, 61034200, 

61034390, 61034900, 

61034310 

  04 

女子用のスーツ、

アンサンブル、ジ

ャケット、ブレザ

ー、ドレス、スカ

ート、キュロット

ス カ ー ト 、 ズ ボ

ン 、 胸 当 て ズ ボ

ン、半ズボン及び

ショーツ（水着を

除く。）（メリヤス

編み又はクロセ編

みのものに限る。） 

 

禁 止  61041300, 

61041900, 61042200, 

61042300, 61042900, 

61043100, 61043200, 

61043310,  61043390, 

61043900, 61044100, 

61044200, 61044300, 

61044400, 61044900, 

61045100, 61045200, 

61045300, 61045900, 

61046100, 61046200, 

61046310, 61046390, 

61046900, 

  05 

男 子 用 の シ ャ ツ

（メリヤス編み又

はクロセ編みのも

のに限る。） 

 
禁 止  61051000, 

61052000, 61059000  

  06 

女 子 用 の ブ ラ ウ

ス、シャツ及びシ

ャツブラウス（メ

リヤス編み又はク

ロセ編みのものに

限る。） 

 
禁 止  61061000, 

61062000, 61069000 

  07 

男子用のパンツ、

ズボン下、ブリー

フ 、 ナ イ ト シ ャ

ツ、パジャマ、バ

スローブ、ドレッ

シングガウンその

他これらに類する

製品（メリヤス編

み又はクロセ編み

のものに限る。） 

 

禁 止  61071100, 

61071200, 61071900, 

61072100, 61072200, 

61072900, 61079100, 

61079900 

  08 

女 子 用 の ス リ ッ

プ 、 ペ テ ィ コ ー

ト、ブリーフ、パ

ンティ、ナイトド

レス、パジャマ、

ネグリジェ、バス

ローブ、ドレッシ

ングガウンその他

これらに類する製

 

禁 止  61081100, 

61081900, 61082100, 

61082200, 61082900, 

61083100, 61083200, 

61083900, 61089100, 

61089200, 61089900 
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品（メリヤス編み

又はクロセ編みの

ものに限る。）  

  09 

T シャツ、シング

レットその他これ

ら に 類 す る 肌 着

（メリヤス編み又

はクロセ編みのも

のに限る。） 

 
禁 止  61091000, 

61099000 

  10 

 

ジャージー、プル

オーバー、カーデ

ィガン、ベストそ

の他これらに類す

る製品（メリヤス

編み又はクロセ編

みのものに限る。） 

 

 

禁 止  61101100, 

61101200, 61101900, 

61102000, 61103000, 

61109000 

  11 

乳児用の衣類及び

衣類附属品（メリ

ヤス編み又はクロ

セ編みのものに限

る。） 

 
禁 止  61112000, 

61113000, 61119000  

  12 

トラックスーツ、

スキースーツ及び

水着（メリヤス編

み又はクロセ編み

のものに限る。） 

 

禁 止  61121100, 

61121200, 61121900, 

61122000, 61123100, 

61123900, 61124100, 

61124900 

  13 

衣 類 （ 第 59.03

項、第 59.06 項又

は第 59.07 項のメ

リヤス編物又はク

ロセ編物から製品

に し た も の に 限

る。） 

 禁止 61130000 

  14 

その他の衣類（メ

リヤス編み又はク

ロセ編みのものに

限る。） 

 
禁 止  61142000, 

61143000, 61149000 

  15 

パンティストッキ

ング、タイツ、ス

トッキング、ソッ

クスその他の靴下

類（段階的圧縮靴

下（例えば、静脈

瘤症用のストッキ

ング）及び履物と

して使用するもの

（更に別の底を取

り付けてないもの

に限る。）を含むも

のとし、メリヤス

編み又はクロセ編

みのものに限る。） 

 

禁 止  61151090, 

61152100, 61152200, 

61152900, 61153000, 

61159400, 61159500, 

61159600, 61159900 
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  16 

手袋、ミトン及び

ミット（メリヤス

編み又はクロセ編

みのものに限る。） 

 
禁 止  61161000, 

61169100, 61169200, 

61169300, 61169900 

  17 

その他の衣類附属

品（製品にしたも

ので、メリヤス編

み又はクロセ編み

のものに限る。）及

び衣類又は衣類附

属品の部分品（メ

リヤス編み又はク

ロセ編みのものに

限る。） 

 
禁 止  61171000, 

61178000, 61179000 

62 

衣類及び衣

類 附 属 品

（メリヤス

編み又はク

ロセ編みの

も の を 除

く。）  

  

関税番号 62112000、62024010、62014020、

62031210、62033310、62034310、62041330、

62043310、62046310 に分類される物品の輸

入は、スポーツ青年省による使用の承認と承

認を条件として許可される。 

 

  01 

男子用のオーバー

コート、カーコー

ト、ケープ、クロ

ーク、アノラック

（スキージャケッ

トを含む。）、ウイ

ンドチーター、ウ

インドジャケット

その他これらに類

す る 製 品 （ 第

62.03 項のものを

除く。） 

 

禁 止  62012010, 

62012090, 62013000, 

62014090, 62019000, 

62014020 

  02 

女子用のオーバー

コート、カーコー

ト、ケープ、クロ

ーク、アノラック

（スキージャケッ

トを含む。）、ウイ

ンドチーター、ウ

インドジャケット

その他これらに類

す る 製 品 （ 第

62.04 項のものを

除く。） 

 

禁 止  62022000, 

62023000, 62024090, 

62029010, 62029090, 

62024010 

  03 

男子用のスーツ、

アンサンブル、ジ

ャケット、ブレザ

ー、ズボン、胸当

てズボン、半ズボ

ン 及 び シ ョ ー ツ

（水着を除く。） 

 

禁 止  62031100, 

62031210, 62031290, 

62031910, 62031990, 

62032200, 62032300, 

62032900, 62033100, 

62033200, 62033390, 

62033900, 62034100, 

62034200, 62034390, 

62034900, 62033310, 

62034310 
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  04 

女子用のスーツ、

アンサンブル、ジ

ャケット、ブレザ

ー、ドレス、スカ

ート、キュロット

ス カ ー ト 、 ズ ボ

ン 、 胸 当 て ズ ボ

ン、半ズボン及び

ショーツ（水着を

除く。） 

 

禁 止  62041100, 

62041200, 62041310, 

62041390, 62041330, 

62041910, 62041990, 

62042100, 62042200, 

62042300, 62042900, 

62043100, 62043200, 

62043310, 62043390, 

62043900, 62044100, 

62044200, 62044300, 

62044400, 62044900, 

62045100, 62045200, 

62045300, 62045900, 

62046100, 62046200, 

62046310, 62046390, 

62046900 

  05 男子用のシャツ  
禁 止  62052000, 

62053000, 62059000 

  06 

女 子 用 の ブ ラ ウ

ス、シャツ及びシ

ャツブラウス 

 
禁 止  62061000, 

62062000, 62063000, 

62064000, 62069000 

  07 

男子用のシングレ

ットその他これに

類する肌着、パン

ツ、ズボン下、ブ

リーフ、ナイトシ

ャツ、パジャマ、

バスローブ、ドレ

ッシングガウンそ

の他これらに類す

る製品 

 

禁 止  62071100, 

62071900, 62072100, 

62072200, 62072900, 

62079100, 62079900 

  08 

女子用のシングレ

ットその他これに

類する肌着、スリ

ップ、ペティコー

ト、ブリーフ、パ

ンティ、ナイトド

レス、パジャマ、

ネグリジェ、バス

ローブ、ドレッシ

ングガウンその他

これらに類する製

品 

 

禁 止  62081100, 

62081900, 62082100, 

62082200, 62082900, 

62089100, 62089200, 

62089900 

  09 
乳児用の衣類及び

衣類附属品 
 

禁 止  62092000, 

62093000, 62099000 

  10 

衣 類 （ 第 56.02

項、第 56.03 項、

第 59.03 項 、 第

59.06 項 又 は 第

59.07 項の織物類

から製品にしたも

のに限る。） 

 
禁 止  62101000, 

62102000, 62103000, 

62104000, 62105000 

  11 

トラックスーツ、

スキースーツ及び

水着並びにその他

 

禁 止  62111100, 

62111200, 62112000, 

62113200, 62113300, 

62113900, 62114200, 
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の衣類 62114300, 62114900 

  12 

ブラジャー、ガー

ド ル 、 コ ル セ ッ

ト 、 サ ス ペ ン ダ

ー、ガーターその

他これらに類する

製品及びこれらの

部分品（メリヤス

編みであるかない

か又はクロセ編み

であるかないかを

問わない。. 

 
禁 止  62121000, 

62122000, 62123000, 

62129000 

  13 ハンカチ  
禁 止  62132000, 

62139000 

  14 

ショール、スカー

フ、マフラー、マ

ンティーラ、ベー

ルその他これらに

類する製品 

 
禁 止  62141000, 

62142000, 62143000, 

62144000, 62149000 

  15 ネクタイ.  
禁 止  62151000, 

62152000, 62159000 

  16 
手袋、ミトン及び

ミット. 
 禁止 62160000 

  17 

その他の衣類附属

品（製品にしたも

のに限る。）及び衣

類又は衣類附属品

の 部 分 品 （ 第

62.12 項のものを

除く。） 

 
禁 止  62171000, 

62179000 

63 

紡織用繊維

のその他の

製品、セッ

ト、中古の

衣類、紡織

用繊維の中

古の物品及

びぼろ  

  

この章で取り上げる古着やその他の古着のエ

ントリーは、保健・治療・医学教育省が発行

した健康証明書の提出が必要。 

 

  01 毛布及びひざ掛け  
禁 止  63011000, 

63012000, 63013000, 

63014000, 63019000 

  02 

ベッドリネン、テ

ーブルリネン、ト

イレットリネン及

びキッチンリネン 

 

禁 止  63021000, 

63022100, 63022200, 

63022900, 63023100, 

63023200, 63023900, 

63024000, 63025100, 

63025300, 63025900, 

63026000, 63029100, 

63029300, 63029900 
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  03 

カーテン（ドレー

プを含む。）、室内

用ブラインド、カ

ーテンバランス及

びベッドバランス 

 
禁 止  63031200, 

63031900, 63039100, 

63039200, 63039900 

  04 

その他の室内用品

（第 94.04 項のも

のを除く。）. 

 

禁 止  63041110, 

63041190, 63041910, 

63041990, 63042000, 

63049110, 63049190, 

63049210, 63049290, 

63049310, 63049390, 

63049910, 63049990 

  05 
包装に使用する種

類の袋 
 

禁 止  63051000, 

63052000, 63053200, 

63053900, 63059000 

  06 

ターポリン及び日

よけ、テント、帆

（ボート用、セー

ルボード用又はラ

ンドクラフト用の

ものに限る。）並び

にキャンプ用品 

 

禁 止  63061200, 

63061900, 63062200, 

63062900, 63063000, 

63064000, 63069000 

  07 

その他のもの（ド

レスパターンを含

むものとし、製品

に し た も の に 限

る。）. 

 
禁 止  63071000, 

63072000, 63079020, 

63079030, 63079090 

  08 

織物と糸から成る

セット（附属品を

有するか有しない

かを問わないもの

とし、ラグ、つづ

れ織物、ししゆう

を施したテーブル

クロス又はナプキ

ンその他これらに

類する紡織用繊維

製品を作るための

もので、小売用の

包装をしたものに

限る。） 

 禁止 63080000 

  09 
中古の衣類その他

の物品 
 禁止 63090000 

  10 

ぼろ及びくず（ひ

も、綱若しくはケ

ーブル又はこれら

の製品のものに限

る。）（紡織用繊維

のものに限る。） 

 
禁 止  63101000, 

63109000 

64 

履物及びゲ

ートルその

他これに類

する物品並

びにこれら

の部分品 

  

宗教上、肉が禁止されている動物の皮や革の

持ち込みは禁止。 

関税番号 64031940、64031950、64041130、

および 64041140 に分類される物品の輸入

は、スポーツ青年省による使用の承認および

承認を条件として許可。 
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  01 

防水性の履物（本

底及び甲がゴム製

又はプラスチック

製のものに限るも

のとし、縫合、リ

ベット締め、くぎ

打ち、ねじ締め、

プラグ止めその他

これらに類する方

法により甲を底に

固定し又は組み立

てたものを除く。） 

 
禁 止  64019200, 

64019900 

  02 

その他の履物（本

底及び甲がゴム製

又はプラスチック

製 の も の に 限

る。）. 

 

禁 止  64021210, 

64021220, 64021910, 

4021920, 64021990, 

64022000, 64029100, 

64029900 

  03 

履物（本底がゴム

製、プラスチック

製、革製又はコン

ポジションレザー

製で、甲が革製の

ものに限る。） 

 

禁 止  64031930, 

64031990, 64032000, 

64035100, 64035900, 

64039190, 64039900, 

64031210, 64031220, 

64031910, 64031940, 

64031950 

  04 

履物（本底がゴム

製、プラスチック

製、革製又はコン

ポジションレザー

製で、甲が紡織用

繊維製のものに限

る。） 

 

禁 止  64041110, 

64041120, 64041130, 

64041140, 64041190, 

64041900, 64042000 

  05 その他の履物  
禁 止  64051000, 

64052090, 64059000 

  06 

履物の部分品（甲

を含むものとし、

本底以外の底に取

り付けてあるかな

いかを問わない。）

及び取り外し可能

な中敷き、ヒール

クッションその他

これらに類する物

品 並 び に ゲ ー ト

ル、レギンスその

他これらに類する

物品及びこれらの

部分品 

 禁止 64069010 

65 
帽子及びそ

の部分品 
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  01 

フェルト製の帽体

（成型し又はつば

を付けたものを除

く。）並びにフェル

ト製のプラトウ及

びマンション（ス

リットマンション

を含む。） 

 禁止 65010000 

  02 

帽体（組んだもの

及 び ス ト リ ッ プ

（ 材 料 を 問 わ な

い。）を組み合わせ

て作つたものに限

るものとし、成型

し、つばを付け、

裏張りし又はトリ

ミングしたものを

除く。） 

 禁止 65020000 

  04 

帽子（組んだもの

及 び ス ト リ ッ プ

（ 材 料 を 問 わ な

い。）を組み合わせ

て作つたものに限

るものとし、裏張

りしてあるかない

か又はトリミング

してあるかないか

を問わない。） 

  

  05 

帽子（メリヤス編

み又はクロセ編み

の も の 及 び レ ー

ス、フェルトその

他の紡織用繊維の

織物類（ストリッ

プのものを除く。）

から作つたものに

限るものとし、裏

貼りしてあるかな

いか又はトリミン

グしてあるかない

かを問わない。）及

びヘアネット（材

料を問わないもの

とし、裏貼りして

あるかないか又は

トリミングしてあ

るかないかを問わ

ない。）. 

 禁止 65050000 

  06 

その他の帽子（裏

張りしてあるかな

いか又はトリミン

グしてあるかない

かを問わない。） 

 
禁 止  65061090, 

65069100, 65069900 

  07 

帽 子 用 の す べ り

革、裏、カバー、

ハットファンデー

 禁止 65070000 
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ション、ハットフ

レーム、ひさし及

びあごひも 

66 

傘、つえ、

シートステ

ッキ及びむ

ち並びにこ

れらの部分

品 

    

  01 

傘（つえ兼用傘、

ビーチパラソルそ

の他これらに類す

るものを含む。） 

 
禁 止  66011000, 

66019100, 66019900 

  02 

つえ、シートステ

ッキ、むちその他

これらに類する製

品 

 禁止 66020000 

  03 

第 66.01 項又は第

66.02 項の製品の

部分品、トリミン

グ及び附属品 

 
禁 止  66032000, 

66039000 

67 

調製羽毛、

羽毛製品、

造花及び人

髪製品 

    

  01 

羽毛皮その他の羽

毛 付 き の 鳥 の 部

分、羽毛、羽毛の

部分及び鳥の綿毛

並びにこれらの製

品（この項には、

第 05.05 項の物品

並びに加工した羽

軸及び羽茎を含ま

ない。） 

 禁止 67010000 

  02 

 

人造の花、葉及び

果実並びにこれら

の部分品及び製品 

 

 
禁 止  67021000, 

67029000 

  03 

人 髪 （ 仕 上 げ を

し、梳き、漂白し

又はその他の加工

を し た も の に 限

る。）及び羊毛、獣

毛その他の紡織用

繊維（かつらその

他これに類する物

品の製造用に調製

したものに限る。） 

 禁止 67030000 

  04 

か つ ら 、 付 け ひ

げ、付け眉毛、付

けまつげ、かもじ

その他これらに類

す る 物 品 （ 人 髪

 
禁 止  67041100, 

67041900, 67042000, 

67049000 
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製、獣毛製又は紡

織用繊維製のもの

に限る。）及び人髪

製品（他の項に該

当 す る も の を 除

く。） 

68 

石、プラス

ター、セメ

ン ト 、 石

綿、雲母そ

の他これら

に類する材

料の製品 

    

  01 

 

舗装用の石、縁石

及び敷石（天然石

のものに限るもの

とし、スレートの

ものを除く。） 

 

 禁止 68010000 

  02 

加工した石碑用又

は建築用の石及び

その製品（スレー

トを加工したもの

及び第 68.01 項の

物品を除く。）、天

然石（スレートを

含む。）製のモザイ

クキューブその他

これに類する物品

（裏張りしてある

かないかを問わな

い。）並びに人工的

に着色した天然石

（ ス レ ー ト を 含

む。）の粒、細片及

び粉 

 

禁 止  68021000, 

68022100, 68022300, 

68022900, 68029110, 

68029190, 68029210, 

68029290, 68029310, 

68029390, 68029910, 

68029990 

  03 

スレート（加工し

たものに限る。）、

スレート製品及び

凝結スレート製品 

 
禁 止  68030010, 

68030090 

  04 

ミルストーン、グ

ラ イ ン ド ス ト ー

ン、グラインディ

ングホイールその

他これらに類する

物品（粉砕用、研

磨用、整形用又は

切断用のものに限

るものとし、フレ

ーム付きのものを

除く。）及び手研ぎ

用砥石並びにこれ

らの部分品で、天

然石製、凝結させ

た天然若しくは人

 禁止 68042300 
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造の研磨材料製又

は 陶 磁 製 の も の

（この項の物品に

ついては、他の材

料の部分品を有す

るか有しないかを

問わない。） 

  07 

アスファルトその

他これに類する材

料（例えば、石油

アスファルト及び

コールタールピッ

チ）の製品. 

 
禁 止  68071090, 

68079010, 68079090 

  09 

 

プラスター又はプ

ラスターをもとと

した材料から成る

製品 

 

 
禁 止  68091100, 
68099000 

  10 

セメント製品、コ

ンクリート製品及

び人造石製品（補

強してあるかない

かを問わない。） 

 

禁 止  68101110, 

68101190, 68101910, 

68101920, 68101930, 

68101990, 68109110, 

68109190, 68109900 

  11 

石 綿 セ メ ン ト 製

品、セルロースフ

ァイバーセメント

製品その他これら

に類する製品. 

 禁止 68114000 

  12 

石綿繊維（加工し

たものに限る。）、

石綿をもととした

混合物及び石綿と

炭酸マグネシウム

とをもととした混

合物並びにこれら

の混合物又は石綿

の製品（例えば、

糸、織物、衣類、

帽子、履物及びガ

スケット。補強し

てあるかないかを

問 わ な い も の と

し、第 68.11 項又

は第 68.13 項の物

品を除く。） 

 
禁 止  68128000, 

68129900 

  15 

石その他の鉱物性

材料の製品（炭素

繊維及びその製品

並びに泥炭製品を

含むものとし、他

の項に該当するも

のを除く。） 

 
禁 止  68159910, 

68159920, 68159930, 

68159940 

69 陶磁製品     
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  04 

陶磁製の建設用れ

んが、床用ブロッ

ク、サポートタイ

ル、フィラータイ

ルその他これらに

類する物品. 

 
禁 止  69041000, 

69049000 

  05 

か わ ら 、 煙 突 用

品、建築用装飾品

その他の建設用陶

磁製品 

 
禁 止  69051000, 

69059000 

  06 

陶 磁 製 の 管 、 導

管、とい及び管用

継手. 

 禁止 69060000 

  07 

陶磁製の舗装用品

及び炉用又は壁用

のタイル、陶磁製

のモザイクキュー

ブその他これに類

する物品（裏張り

してあるかないか

を問わない。）並び

に仕上げ用の陶磁

製品. 

 

禁 止  69072100, 

69072200, 69072300, 

69073000, 69074010, 

69074020, 69074090 

  10 

陶磁製の台所用流

し 、 洗 面 台 、 浴

槽、ビデ、便器、

水洗用水槽その他

これらに類する衛

生用備付品 

 
禁 止  69101000, 

69109000 

  11 

磁 器 製 の 食 卓 用

品、台所用品その

他の家庭用品及び

化粧用品. 

 
禁 止  69111000, 

69119000 

  12 

陶 磁 製 の 食 卓 用

品、台所用品その

他の家庭用品及び

化粧用品（磁器製

のものを除く。） 

 

禁 止  69120010, 

69120011, 69120012, 

69120013, 69120014, 

69120090 

  13 
陶磁製の小像その

他の装飾品. 
 

禁 止  69131000, 

69139010, 69139020, 

69139090 

  14 その他の陶磁製品  
禁 止  69141000, 

69149010, 69149020, 

69149090 

70 
ガラス及び

その製品 
    

  13 

ガラス製品（食卓

用、台所用、化粧

用、事務用、室内

装飾用その他これ

らに類する用途に

供する種類のもの

に限るものとし、

第 70.10 項又は第

 

禁 止  70131000, 

70132210, 70132220, 

70132800, 70133300, 

70133700, 70134111, 

70134112, 70134119, 

70134190, 70134210, 

70134220, 70134230, 

70134910, 70134990, 

70139111, 70139112, 

70139119, 70139190, 
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70.18 項のものを

除く。） 

70139910, 70139920, 

70139990 

  16 

ガラス製の舗装用

ブ ロ ッ ク 、 ス ラ

ブ、れんが、タイ

ルその他の建築又

は建設に使用する

種類の製品（プレ

スし又は成型した

ものに限るものと

し、金属の線又は

網を入れてあるか

な い か を 問 わ な

い。）、ガラス製の

キューブその他の

細貨（モザイク用

その他これに類す

る装飾用のものに

限るものとし、裏

張りしてあるかな

い か を 問 わ な

い。）、ステンドグ

ラスその他これに

類するガラス及び

ブ ロ ッ ク 、 パ ネ

ル、板、殻その他

これらに類する形

状の多泡ガラス 

 禁止 70161000 

  18 

ガ ラ ス 製 の ビ ー

ズ、模造真珠、模

造貴石、模造半貴

石その他これらに

類する細貨及びこ

れらの製品（身辺

用模造細貨類を除

く。）、ガラス製の

眼（人体用のもの

を除く。）、ランプ

加工をしたガラス

製の小像その他の

装飾品（身辺用模

造細貨類を除く。）

並びにガラス製の

マイクロスフィア

（直径が 1 ミリメ

ートル以下のもの

に限る。） 

 
禁 止  70181010, 

70181020, 70181030, 

70181040, 70189010, 

  19 

ガラス繊維（グラ

スウールを含む。）

及びその製品（例

えば、ガラス繊維

の糸、ロービング

及び織物. 

 
禁 止  70197100, 

7019800, 
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71 

天然又は養

殖の真珠、

貴石、半貴

石、貴金属

及び貴金属

を張つた金

属並びにこ

れ ら の 製

品、身辺用

模造細貨類

並びに貨幣  

  

a)金、銀、およびプラチナのいかなる形式の

輸出入も、通貨および信用評議会によって承

認された取引の規則に従って許可される。 

 

b)金属のコインとブランクの輸入は、中央銀

行によってのみ許可される。 

c) あらゆる形態の貴石および半貴石の輸出

入は、産業、鉱山、貿易省の協定に依存して

いました。 

 

  01 

天然又は養殖の真

珠（加工してある

かないか又は格付

けしてあるかない

かを問わないもの

とし、糸通しし又

は取り付けたもの

を除く。ただし、

天然又は養殖の真

珠を輸送のために

一時的に糸に通し

たものを含む。） 

 
禁 止  71011000, 

71012100, 71012200 

  02 

ダイヤモンド（加

工してあるかない

かを問わないもの

とし、取り付けた

ものを除く。）. 

 

禁 止  71021000, 

71022110, 71022190, 

71022900, 71023100, 

71023900 

  03 

貴 石 及 び 半 貴 石

（加工してあるか

ないか又は格付け

してあるかないか

を問わないものと

し、糸通しし又は

取り付けたもの及

びダイヤモンドを

除く。ただし、格

付けしてない貴石

（ダイヤモンドを

除く。）又は半貴石

を輸送のために一

時的に糸に通した

ものを含む。） 

 

禁 止  71031010, 

71031020, 71031090, 

71039100, 71039910, 

71039920, 71039990,  

  04 

合成又は再生の貴

石及び半貴石（加

工してあるかない

か又は格付けして

あるかないかを問

わないものとし、

糸通しし又は取り

付 け た も の を 除

く。ただし、格付

けしてない合成又

は再生の貴石又は

半貴石を輸送のた

めに一時的に糸に

 

禁 止  71041000, 

71042910, 71042990, 

71049910, 71049990, 

71049100, 71042100 
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通 し た も の を 含

む。）. 

  08 

銀を張つた卑金属

（一次製品を含む

ものとし、更に加

工 し た も の を 除

く。） 

 禁止 71070000 

  08 

金（白金をめつき

した金を含むもの

とし、加工してな

いもの、一次製品

及び粉状のものに

限る。） 

 
禁 止  71081100, 

71081300 

  09 

金を張つた卑金属

及び銀（一次製品

を含むものとし、

更に加工したもの

を除く。） 

 禁止 71090000 

  11 

白金を張つた卑金

属、銀及び金（一

次製品を含むもの

とし、更に加工し

たものを除く。） 

 禁止 7111000 

  12 

貴金属又は貴金属

を張つた金属のく

ず及び主として貴

金属の回収に使用

する種類のその他

のくずで貴金属又

はその化合物を含

有 す る も の （ 第

85.49 項の物品を

除く。） 

 
禁 止  71123000, 

71129100, 71129200, 

71129900 

  13 

身辺用細貨類及び

その部分品（貴金

属製又は貴金属を

張つた金属製のも

のに限る。） 

 

禁 止  71131110, 

71131190, 71131910, 

71131990, 71132010, 

71132090 

  14 

細工品及びその部

分品（貴金属製又

は貴金属を張つた

金属製のものに限

る。） 

 

禁 止  71141110, 

71141120, 71141130, 

71141190, 71141910, 

71141920, 71141930, 

71141990, 71142000 

  15 

その他の製品（貴

金属製又は貴金属

を張つた金属製の

ものに限る。） 

 禁止 71159000 

  16 

天然若しくは養殖

の真珠又は天然、

合成若しくは再生

の貴石若しくは半

貴石の製品 

 
禁 止  71161000, 

71162000 
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17 

 
身辺用模造細貨類  

禁 止  71171100, 

71171900, 71179000  

  18 貨幣.  
禁 止  71181000, 

71189000 

72 鉄鋼   

関税項目 72041000、72042100、72042900、

72043000、 72044100、 72044900、 72045000 

のクリアランスとトランジットは、イラン原

子力機関の承認が必要。 

 

  01 

銑鉄及びスピーゲ

ル（なまこ形、ブ

ロックその他の一

次形状のものに限

る。） 

 禁止 72015000 

  04 

鉄鋼のくず及び鉄

鋼の再溶解用のイ

ンゴット 

 禁止 72045000 

73 鉄鋼製品 l     

  02 

レール、ガードレ

ール、ラックレー

ル及びトングレー

ル、轍差、転轍棒

その他の分岐器の

構成部分（鉄鋼製

の建設資材で鉄道

又は軌道の線路用

のものに限る。）並

びにまくら木、継

目板、座鉄、座鉄

くさび、ソールプ

レート、レールク

リップ、床板、タ

イ そ の 他 の 資 材

で、レールの接続

又は取付けに専ら

使用するもの（鉄

鋼製の建設資材で

鉄道又は軌道の線

路 用 の も の に 限

る。） 

 禁止 73023010 

  10 

鉄鋼製のタンク、

た る 、 ド ラ ム 、

缶、箱その他これ

ら に 類 す る 容 器

（内容積が 300 リ

ットル以下のもの

に限るものとし、

内張りしてあるか

ないか又は断熱し

てあるかないかを

問わず、圧縮ガス

用又は液化ガス用

のもの及び機械装

 
禁 止  73101000, 

73102110, 73102120 
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置又は加熱用若し

くは冷却用の装置

を有するものを除

く。）. 

  21 

鉄 鋼 製 の ス ト ー

ブ、レンジ、炉、

調理用加熱器（セ

ントラルヒーティ

ング用の補助ボイ

ラーを有するもの

を含む。）、肉焼き

器、火鉢、ガスこ

んろ、皿温め器そ

の他これらに類す

る物品（家庭用の

ものに限るものと

し、電気式のもの

を除く。）及びこれ

らの部分品（鉄鋼

製のものに限る。） 

 

禁 止  73211110, 

73211120 73211130, 

73211190, 73211200, 

73211900, 73218100, 

73218200, 73218900 

  22 

セントラルヒーテ

ィング用のラジエ

ーター（電気加熱

式のものを除く。）

及びその部分品並

びに動力駆動式の

送風機を有するエ

アヒーター及び温

風分配器（新鮮な

又は調節した空気

を供給することが

できるものを含む

ものとし、電気加

熱 式 の も の を 除

く。）並びにこれら

の部分品（この項

の物品は、鉄鋼製

のものに限る。） 

 
禁 止  73221100, 

73221900, 73229090 

  23 

食卓用品、台所用

品その他の家庭用

品及びその部分品

（鉄鋼製のものに

限る。）、鉄鋼のウ

ール並びに鉄鋼製

の瓶洗い、ポリッ

シングパッド、ポ

リッシンググラブ

その他これらに類

する製品 

 

禁 止  73231000, 

73239190, 73239290, 

73239390, 73239490, 

7323999, 73239110, 

73239210,  

  24 

衛生用品及びその

部分品（鉄鋼製の

ものに限る。） 

 
禁 止  73241000, 

73242100, 73242900 

74 
銅及びその

製品 
  

74040000 のクリアランスとトランジット

は、イラン原子力機関の承認が必要。 
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  18 

食卓用品、台所用

品その他の家庭用

品及びその部分品

（銅製のものに限

る。）、銅製の瓶洗

い、ポリッシング

パッド、ポリッシ

ンググラブその他

これらに類する製

品並びに衛生用品

及 び そ の 部 分 品

（銅製のものに限

る。） 

 
禁 止  74181010, 

74181020, 74181030, 

74182000 

  19 その他の銅製品  
禁 止  74198010, 

74198020, 74198030, 

74198040, 74198090 

76 

アルミニウ

ム及びその

製品 

    

  10 

構造物及びその部

分品（アルミニウ

ム 製 の も の に 限

る。例えば、橋、

橋げた、塔、格子

柱、屋根、屋根組

み 、 戸 、 窓 、 戸

枠 、 窓 枠 、 戸 敷

居 、 手 す り 及 び

柱。第 94.06 項の

プレハブ建築物を

除く。）並びに構造

物用に加工したア

ル ミ ニ ウ ム 製 の

板、棒、形材、管

その他これらに類

する物品. 

 禁止 76101000 

  11 

アルミニウム製の

貯蔵タンクその他

これに類する容器

（内容積が 300 リ

ットルを超えるも

の に 限 る も の と

し、内張りしてあ

るかないか又は断

熱してあるかない

かを問わず、圧縮

ガス用又は液化ガ

ス用のもの及び機

械装置又は加熱用

若しくは冷却用の

装置を有するもの

を除く。） 

 禁止 76110000 

  15 

食卓用品、台所用

品その他の家庭用

品及びその部分品

（アルミニウム製

 
禁 止  76151010, 

76151090, 76152000 
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のものに限る。）、

アルミニウム製の

瓶洗い、ポリッシ

ングパッド、ポリ

ッシンググラブそ

の他これらに類す

る製品並びに衛生

用品及びその部分

品（アルミニウム

製のものに限る。） 

82 

T卑金属製の

工 具 、 道

具、刃物、

スプーン及

びフォーク

並びにこれ

らの部分品 

  
82041110の輸入は、通関規則第122条第( ch)

項の許可を受けることが制限されている。 
 

  01 

手 道 具 （ ス ペ ー

ド、ショベル、つ

るはし、くわ、フ

ォーク及びレーキ

並びになた、なた

がまその他のおの

類、各種の剪定ば

さみ並びに農業、

園芸又は林業に使

用 す る 種 類 の か

ま、草切具、刈込

みばさみ、くさび

その他の道具に限

る。） 

 

禁 止  82011000, 

82013000, 82014000, 

82015010, 82015090, 

82016010, 82016090, 

82019000 

  02 

のこぎり（種類を

問わない。）のブレ

ード（切開き用、

溝彫り用又は無歯

式ののこぎりのブ

レードを含む。）及

び手のこぎり 

 
禁 止  82021010, 

82021090 

  03 

やすり、プライヤ

ー（切断用プライ

ヤーを含む。）、や

つとこ、ツィーザ

ー、金属切断用ば

さみ、パイプカッ

ター、ボルトクリ

ッパー、せん孔ポ

ンチその他これら

に類する手工具. 

 
禁 止  82031000, 

82032000, 82033000, 

82034000 

  04 

スパナー及びレン

チ（トルクレンチ

を含み、手回しの

ものに限るものと

し、タップ回しを

除く。）並びに互換

性スパナーソケッ

ト（ハンドル付き

 
禁 止  82041110, 

82041190, 82041200, 

82042000 
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であるかないかを

問わない。） 

  05 

手道具及び手工具

（ダイヤモンドガ

ラス切りを含むも

のとし、他の項に

該当するものを除

く。）、トーチラン

プ並びに万力、ク

ランプその他これ

ら に 類 す る 物 品

（加工機械又はウ

ォータージェット

切断機械の附属品

及 び 部 分 品 を 除

く。）、金敷き、可

搬式鍛冶炉並びに

フレーム付きグラ

インディングホイ

ールで手回し式又

は足踏み式のもの 

 

禁 止  82051000, 

82052000, 82053000, 

82054010, 82054090, 

82055100, 82055900, 

82057000, 82058000 

  11 

刃を付けたナイフ

（剪定ナイフを含

み、のこ歯状の刃

を有するか有しな

いかを問わないも

のとし、第 82.08

項 の ナ イ フ を 除

く。）及びその刃 

 
禁 止  82119210, 

82119310, 82119500 

  15 

スプーン、フォー

ク、ひしやく、し

やくし、ケーキサ

ーバー、フィッシ

ュナイフ、バター

ナイフ、砂糖挟み

その他これらに類

する台所用具及び

食卓用具 

 
禁 止  82151000, 

82159100, 82159900 

83 
各種の卑金

属製品 
  

医薬品製造部門が輸入するペニシリンおよび

注射可能なアルミニウム合金製品のシールお

よびバイアルの入力は、保健・治療・医療教

育省の裁量の対象となる。 

 

  01 

卑金属製の錠（か

ぎ を 使 用 す る も

の、ダイヤル式の

もの及び電気式の

ものに限る。）並び

に卑金属製の留金

及び留金付きフレ

ームで、錠と一体

のもの並びにこれ

らの卑金属製のか

ぎ 

 禁止 83014020 
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  02 

卑金属製の帽子掛

け、ブラケットそ

の他これらに類す

る支持具、取付具

その他これに類す

る 物 品 （ 家 具 、

戸、階段、窓、日

よ け 、 車 体 、 馬

具、トランク、衣

装箱、小箱その他

これらに類する物

品に適するものに

限る。）、取付具付

きキャスター及び

ドアクローザー 

 
禁 止  83024140, 

83025000 

  03 

卑金属製の金庫、

金庫室の扉及び貴

重品保管ロッカー

並びに卑金属製の

キャッシュボック

スその他これに類

する物品 

 禁止 83030000 

  04 

卑金属製の書類整

理箱、インデック

スカード箱、書類

入れ、ペン皿、ス

タンプ台その他こ

れらに類する事務

用具及び机上用品

（第 94.03 項の事

務所用の家具を除

く。） 

 禁止 83040000 

  06 

卑金属製のベル、

ゴングその他これ

ら に 類 す る 物 品

（電気式のものを

除く。）、小像その

他の装飾品、額縁

その他これに類す

るフレーム及び鏡 

 
禁 止  83061000, 

83062100, 83062910, 

83062990, 83063000 

  09 

卑金属製の栓及び

ふた（王冠、ねじ

ぶた及び注水口用

の栓を含む。）、瓶

用口金、ねじ式た

る栓、たる栓用カ

バー、シールその

他これらに類する

包装用の附属品 

 禁止 83091000 

  10 

卑金属製のサイン

プレート、ネーム

プレート、アドレ

スプレートその他

これらに類するプ

レート及び数字、

文字その他の標章

 禁止 83100000 
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（第 94.05 項のも

のを除く。） 

84 

原子炉、ボ

イラー及び

機械類並び

にこれらの

部分品 

  

8401 に含まれる項目の輸入には、原子力機

関の承認が必要。 

クロロフロルカーボン (CFC-11、CFC-12) (ガ

ス) および HCFC-22 / クロロデフロロメタン 

(ガス) に基づく冷蔵または冷凍機器 (冷蔵

庫、冷凍庫、水冷ユニット、チラー、カーお

よびルームエアコンを含む) のエントリ/ R22 

およびこの章で取り上げるクロロフルオロカ

ーボン ガス (CFC) を使用する冷凍コンプレ

ッサーは禁止されている。 

第 84351010 項のワイン製造に使用される機

械及び装置の輸入は禁止されている。 

847090 に含まれる郵便料金徴収機および関

連ブロック、および郵便業務で使用するため

の 84732900 に含まれる郵便料金徴収機の分

離された部品および関連ブロックのエントリ

は、通信情報技術省 (イランの郵便会社) の

承認の対象となる。 ) その他の場合は、経済

財政部の承認が必要。 

84184010 、 84183010 、 84181010 、 お よ び 

84186930 関税品目の対象となる商品の輸入

は、産業、鉱山、貿易省の関連当局が国内の

製造能力の見直しに照らして許可を発行する

ことを条件に、許可される。 

84713040 関税項目の対象となる商品の輸入

は、これらの商品に SIM カードトレイホルダ

ースロットがあり、無線通信ができる場合、

情報通信技術省の承認が条件となる。 

SIM カードトレイホルダースロットを備えた

あらゆる種類の機器の輸入は、オリジナリテ

ィシステムでの登録のための IMEIの提出に依

存している。 

関税項目 84011000、84012010、84012020、

84012030、84012040、84012090、84561110、

84561190、および単なる輸入および通関関税

項目の輸入、通関、通過、および輸出は、イ

ラン原子力機関の承認の対象となる。 

84071010、84639010、84719010 の輸入は、通

関規則第 122 条(ch)項の許可を受けることが

制限されている。. 

 

  02 

蒸気発生ボイラー

（低圧蒸気も発生

することができる

セントラルヒーテ

ィング用温水ボイ

ラーを除く。）及び

過熱水ボイラー 

 
禁 止  84021100, 

84021200, 84022000 

  03 

セントラルヒーテ

ィング用ボイラー

（第 84.02 項のも

のを除く。）. 

 
禁 止  84039010, 

84031000 
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  04 

補 助 機 器 （ 第

84.02 項 又 は 第

84.03 項のボイラ

ー 用 の も の に 限

る。例えば、エコ

ノマイザー、過熱

器、すす除去器及

びガス回収器）及

び蒸気原動機用復

水器 

 禁止 84042000 

  07 

ピストン式火花点

火内燃機関（往復

動機関及びロータ

リーエンジンに限

る。） 

 
禁 止  84073110, 

84073210, 84073310 

  14 

気体ポンプ、真空

ポンプ、気体圧縮

機及びファン、換

気用又は循環用の

フード（ファンを

自蔵するものに限

るものとし、フィ

ルターを取り付け

てあるかないかを

問わない。）並びに

密閉形の生物学的

安全キャビネット

（フィルターを取

り付けてあるかな

いかを問わない。） 

 
禁 止  84144010, 

84144090, 84146010, 

84145100 

  15 

エアコンディショ

ナー（動力駆動式

ファン並びに温度

及び湿度を変化さ

せる機構を有する

ものに限るものと

し、湿度のみを単

独で調節すること

ができないものを

含む。） 

 
禁 止  84151090, 

84159070, 84158300 

  18 

冷蔵庫、冷凍庫そ

の他の冷蔵用又は

冷凍用の機器（電

気式であるかない

かを問わない。）及

び ヒ ー ト ポ ン プ

（第 84.15 項のエ

アコンディショナ

ーを除く。） 

 

禁 止  84182100, 

84182900, 84185000, 

84189100, 84181090, 

84183090, 84184090, 

84186910, 84186970, 

84186990 

  19 

加熱、調理、ばい

焼、蒸留、精留、

滅菌、殺菌、蒸気

加 熱 、 乾 燥 、 蒸

発、凝縮、冷却そ

の他の温度変化に

よる方法により材

 

禁 止  84191190, 

84198910, 84198940, 

84191110, 84191200, 

84191900, 
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料を処理する機器

（理化学用のもの

を含み、電気加熱

式 の も の （ 第

85.14 項の電気炉

及びその他の機器

を除く。）であるか

ないかを問わない

ものとし、家庭用

のものを除く。）並

びに瞬間湯沸器及

び 貯 蔵 式 湯 沸 器

（電気式のものを

除く。） 

  22 

皿洗機、清浄用又

は 乾 燥 用 の 機 械

（瓶その他の容器

に使用するものに

限る。）、充てん

用、封口用、封止

用又はラベル張付

け用の機械（瓶、

缶、箱、袋その他

の容器に使用する

ものに限る。）、

瓶、ジャー、チュ

ーブその他これら

に類する容器の口

金取付け用の機械

その他の包装機械

（熱収縮包装用機

械を含む。）及び飲

料用の炭酸ガス注

入機 

 禁止 84221100 

  27 

フォークリフトト

ラック及び持上げ

用又は荷扱い用の

機器を装備したそ

の他の作業トラッ

ク 

 
禁 止  84271022, 

84272022,  

  29 

ブルドーザー、ア

ングルドーザー、

地ならし機、スク

レーパー、メカニ

カルショベル、エ

キスカベーター、

シ ョ ベ ル ロ ー ダ

ー、突固め用機械

及びロードローラ

ー（自走式のもの

に限る。） 

 

禁 止  84291111, 

84291112, 84291119, 

84292011, 84292012, 

84292019, 84292021, 

84292022, 84292029, 

84294011, 84294012, 

84294019, 84294021, 

84294022, 84294029, 

84295111, 84295112, 

84295119, 84295911, 

84295912, 84295919, 

  31 

第 84.25 項から第

84.30 項までの機

械に専ら又は主と

して使用する部分

品 

 
禁 止  84312010, 

84314110, 84314200, 

84314910 
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  32 

農業用、園芸用又

は 林 業 用 の 機 械

（整地用又は耕作

用のものに限る。）

及び芝生用又は運

動場用のローラー 

 
禁 止  84321010, 

84322100 

  33 

収穫機及び脱穀機

（わら用又は牧草

用のベーラーを含

む。）、草刈機並び

に卵、果実その他

の 農 産 物 の 清 浄

用、分類用又は格

付け用の機械（第

84.37 項の機械を

除く。） 

 禁止 84335119 

  50 

家庭用又は営業用

の洗濯機（脱水機

兼 用 の も の を 含

む。） 

 
禁 止  84501100, 

84501210, 84501290, 

84501900 

  52 

ミシン（第 84.40

項の製本ミシンを

除く。）、ミシン針

並びにミシン用に

特 に 設 計 し た 家

具、台及びカバー 

 禁止 84521000 

  76 

物品の自動販売機

（例えば、郵便切

手用、たばこ用、

食料品用又は飲料

用のもの。両替機

を含む。） 

 
禁 止  84762900, 

84768910, 84768980 

  79 

機械類（固有の機

能を有するものに

限るものとし、こ

の類の他の項に該

当 す る も の を 除

く。） 

 
禁 止  84796010, 

84796090 84791012 

  81 

コック、弁その他

これらに類する物

品（減圧弁及び温

度制御式弁を含む

ものとし、管、か

ん胴、タンクその

他これらに類する

物品用のものに限

る。） 

 
禁 止  84818010, 

84818081, 84818020, 

84818083 

85 

電気機器及

びその部分

品並びに録

音機、音声

再生機並び

にテレビジ

ョンの映像

及び音声の

記録用又は

  

各項目関税項目に基づく通信および情報技術

用の機械制御装置およびシステムの注文入力

および輸入は、通信および情報技術省の承認

の対象であり、8517 および 8525 のみが上記

に追加されます。  

以下の範囲の放送ラジオ受信機の輸入につい

ては、電気通信・IT 省の承認は必要ない。 

2.1. 150Khz～285Khz の長波（LW）MW（Am～

Dsh）の受信タイプ 
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再生用の機

器並びにこ

れらの部分

品及び附属

品 

2.2.中波（MW）525Khz～1605kht SW（Am～

Dsr）2.3 の受信タイプ。 AM の受信タイプの

2.300 Mhz から 26/1 Mhz までの短波（SW） 

2.4. 87 Mhz から 108 Mhz までの VHF 帯 

(FM) 波 

ただし、上記の範囲のラジオ受信機には、

BFO、CW、SSB LSB または SB システムを装備

無し。 

 

以下は、文化イスラム指導省の承認が必要。 

85256000 、 852550 、 8517 (85176920 、

85176930、 85177010、 85177090、 85176240 

を除く) の対象となる。ワイヤレスまたはラ

ジオのエントリは、電気通信および IT 省の

事前承認の対象となる。 

商務省の承認と電気通信・IT 省の確認を条件

として、打ち上げ時に使用される種類の無線

装置（魚群探知機）およびレーダー装置を除

く第 8526項に含まれるすべての装置の輸入が

許可される。レーダー装置の輸入は、政府が

独占的に行うものとする。部品の形での輸入

は、電気通信および IT 省の承認が必要。 

7.金属探知機の輸入は、イラン文化遺産機構

（ICHO）の承認が必要。 

85013120、85013210、85176960、85176970、

85181010、85255010、85258920、85261010、

85269210、85269220、85269230、85269240、

85240、 85240、 8524370 の（ 85269233）、

85269210、85269220、85269230、85269210、

85269220、85269230 の輸入。 

  02 

発電機（原動機と

セットにしたもの

に限る。）及びロー

タリーコンバータ

ー 

 禁止 85023910 

  07 

蓄電池（隔離板を

含むものとし、長

方形（正方形を含

む。）であるかない

かを問わない。） 

 禁止 85072010 

  09 真空式掃除機  
禁 止  85081100, 

85081900, 85086000 

  09 

家 庭 用 電 気 機 器

（電動装置を自蔵

するものに限るも

のとし、第 85.08

項の真空式掃除機

を除く。） 

 
禁 止  85094000, 

85098090 

  16 

電気式の瞬間湯沸

器 、 貯 蔵 式 湯 沸

器、浸せき式液体

加熱器、暖房機器

及び土壌加熱器、

電熱式の調髪用機

器（例えば、ヘア

 

Banend 85161010, 

85161090, 85162100, 

85162900, 85163300, 

85165000, 85166000, 

85167100, 85167200, 

85167900 
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ドライヤー、ヘア

カーラー及びカー

ル用こて）及び手

用ドライヤー、電

気アイロンその他

の家庭において使

用する種類の電熱

機器並びに電熱用

抵抗体（第 85.45

項のものを除く。） 

  17 

電話機（スマート

フォン及び携帯回

線網用その他の無

線回線網用のその

他の電話を含む。）

及びその他の機器

（音声、画像その

他のデータを送受

信するものに限る

ものとし、有線又

は無線回線網（例

えば、ローカルエ

リアネットワーク

（LAN）又はワイド

エリアネットワー

ク（WAN））用の通

信機器を含む。 ）

（第 84.43 項、第

85.25 項、第 85.27

項及び第 85.28 項

の送受信機器を除

く。） 

 
禁 止  85176920, 

85176930 

  18 

マイクロホン及び

そのスタンド、拡

声器（エンクロー

ジャーに取り付け

てあるかないかを

問わない。）、へッ

ドホン及びイヤホ

ン（マイクロホン

を取り付けてある

かないかを問わな

い。）、マイクロホ

ンと拡声器を組み

合わせたもの、可

聴周波増幅器並び

に電気式音響増幅

装置 

 禁止 85182920 

  19 
音声の記録用又は

再生用の機器 
 禁止 85192000, 

  23 

デ ィ ス ク 、 テ ー

プ、不揮発性半導

体記憶装置、スマ

ートカードその他

の媒体（記録して

 
禁 止  85232910, 

85232930, 85232940, 

85232990, 85234100 
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あるかないかを問

わず、ディスク製

造用の原盤及びマ

スターを含むもの

とし、第 37 類の物

品を除く。） 

  27 

ラジオ放送用の受

信機器（同一のハ

ウジングにおいて

音声の記録用若し

くは再生用の機器

又は時計と結合し

てあるかないかを

問わない。） 

 禁止 85271200 

  28 

モニター及びプロ

ジェクター（テレ

ビジョン受像機器

を有しないものに

限る。）並びにテレ

ビジョン受像機器

（ラジオ放送用受

信機又は音声若し

くはビデオの記録

用若しくは再生用

の装置を自蔵する

かしないかを問わ

ない。） 

 
禁 止  85287110, 

85287120, 85287190, 

85287300 

  36 

電 気 回 路 の 開 閉

用、保護用又は接

続用の機器（例え

ば、スイッチ、継

電器、ヒューズ、

サージ抑制器、プ

ラグ、ソケット、

ランプホルダーそ

の他の接続子及び

接続箱。使用電圧

が 1,000 ボルト以

下のものに限る。）

並びに光ファイバ

ー（束にしたもの

を含む。）用又は光

ファイバーケーブ

ル用の接続子 

 禁止 85365020 

  39 

フィラメント電球

及び放電管（シー

ル ド ビ ー ム ラ ン

プ、紫外線ランプ

及び赤外線ランプ

を含む。）、アーク

灯並びに発光ダイ

オード（LED）光源 

 

禁 止  85392220, 

85392230, 85392920, 

85392930, 85393110, 

85393120, 85393210, 

85393220, 85393230, 

85392290 

  40 

熱電子管、冷陰極

管及び光電管（例

えば、真空式のも

の、蒸気又はガス

 
禁 止  85401200, 

85404000, 85406000,  
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を封入したもの、

水銀整流管、陰極

線管及びテレビジ

ョン用撮像管 

  43 

電気機器（固有の

機能を有するもの

に限るものとし、

この類の他の項に

該当するものを除

く。） 

 禁止 85434000 

  48 

一次電池又は蓄電

池のくず、使用済

みの一次電池及び

蓄電池並びに機器

の 電 気 式 部 分 品

（この類の他の項

に該当するものを

除く。） 

 禁止 85480000 

86 

鉄道用又は

軌道用の機

関車及び車

両並びにこ

れらの部分

品、鉄道又

は軌道の線

路用装備品

及びその部

分品並びに

機械式交通

信号用機器

（電気機械

式のものを

含む。） 

    

  05 

鉄道用又は軌道用

の客車（自走式の

ものを除く。）及び

鉄道用又は軌道用

の手荷物車、郵便

車その他の特殊用

途車（自走式のも

の及び第 86.04 項

のものを除く。） 

 禁止 86050000 

  06 

鉄道用又は軌道用

の貨車（自走式の

ものを除く。） 

 
禁 止  86063010, 

86063090, 86069100, 

86069200, 86069900 

87 

鉄道用及び

軌道用以外

の車両並び

にその部分

品及び附属

品 

  

a)871000 は、国防省またはその認可によっ

て輸入される。 

b)閣僚評議会、決議 NO. H 51517T/143052 

2014 年 2 月 16 日付 (1393/11/27)により、

工業会社のライセンスによって救援車に変換

可能なシャシーを輸入すると、代理の要件が

免除される。これらの会社は、保証を提供す

る義務がある。これらの企業は、商品の消費

者の権利を保護するための法律 (1386 年に採

択) およびその他の関連規則に基づいて、製

品の販売後にサービスを提供する必要があ
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る。 

c)閣僚会議、決議 NO. H 52894T/169092  2016

年 3 月 14 日 付  お よ び 指 令  NO. H 

51517T/143052 日 2014 年 2 月 16 日付 

(1393/11/27)、10 人以上の輸送用の自動車

の輸入（許可された代理店なしでサービス自

動車を製造するための椅子付きまたは椅子な

しのドライバーを含む）業・鉱山・貿易省は

許可されるものとする。 

関税番号 87059010の輸入と通関は、イラン原

子力機関の承認が必要です。 

  03 

乗用自動車その他

の自動車（ステー

ションワゴン及び

レーシングカーを

含み、主として人

員の輸送用に設計

したものに限るも

のとし、第 87.02

項のものを除く。） 

 

禁 止  87031010, 

87031090, 87032110, 

87032120, 87032190, 

87032210, 87032290, 

87032311, 87032319, 

87032321, 87032329, 

87032339, 87032410, 

87032490, 87033110, 

87033190, 87033211, 

87033219, 87033229, 

87033311, 87033319, 

87033321, 87033329, 

87033329, 87034010, 

87034020, 87034030, 

87034090, 87035010, 

87035020, 87035030, 

87035090, 87036010, 

87036020, 87036030, 

87036090, 87037010, 

87037020, 87037030, 

87037090, 87038000, 

87039000, 87032331 

  04 貨物自動車.  

禁 止  87042210, 

87042310, 87049000, 

87044110, 87044190, 

87044200, 87044300, 

87045110, 87045190, 

87045200, 87046000 

  05 

特 殊 用 途 自 動 車

（ 例 え ば 、 救 難

車、クレーン車、

消防車、コンクリ

ートミキサー車、

道路清掃車、散水

車、工作車及びレ

ントゲン車。主と

して人員又は貨物

の輸送用に設計し

たものを除く。） 

 
禁 止  87051090, 

87052000, 87054000, 

87059010 

  06 

原動機付きシャシ

（第 87.01 項から

第 87.05 項までの

自動車用のものに

限る。） 

 
禁 止  87060050, 

87060090 

  11 

モーターサイクル

（モペットを含む

ものとし、サイド

カー付きであるか

 

禁 止  87111011, 

87111012, 87111019, 

87111091, 87111092, 

87111099, 87112011, 
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な い か を 問 わ な

い。）、補助原動機

付きの自転車（サ

イドカー付きであ

るかないかを問わ

ない。）及びサイド

カー. 

87112012, 87112013, 

87112019, 87112091, 

87112092, 87112093, 

87112099, 87113011, 

87113012, 87113013, 

87113019, 87113092, 

87113093, 87113099, 

87114011, 87114012, 

87114013, 87114019, 

87114092, 87114093, 

87114099, 87115011, 

87115012, 87115013, 

87115019, 87115092, 

87115093, 87115099, 

87116010, 87116020, 

87116030, 87116090, 

87119000 

88 

航空機及び

宇宙飛行体

並びにこれ

らの部分品 

  

a) 本項目の対象となる軍用品および警察用

品の輸出は、国防および兵站省の同意を確保

した後、産業鉱山貿易省の承認を受ける必要

がある。 

b) この項目の対象となる軍事および警察関

係品目の輸入は、国防省および兵站省の承認

も必要とします。 

c) この項目または他の項目に分類されてい

るかどうかにかかわらず、ヘリコプターおよ

び飛行機の製造および修理のための輸入部品

およびコンポーネント。 国外で製造された

観点からの工業、鉱山、貿易省の識別、およ

び飛行機とヘリコプターへの適用からの国の

航空組織の識別によると、値の 4% が含まれ

ている。 

d) 本章の注意事項の欄に記号 (■) で示され

ている製品の輸入は、第 122 条の条項 (ch 

(税関規則)により制限されている。 

 

  01 

気球及び飛行船並

びにグライダー、

ハンググライダー

その他の原動機を

有しない航空機 

 禁止 88010000,  

  02 

そ の 他 の 航 空 機

（例えば、ヘリコ

プ タ ー 及 び 飛 行

機）並びに宇宙飛

行体（人工衛星を

含む。）及び打上げ

用ロケット 

 
禁 止  88021110, 

88021190 

89 
船舶及び浮

き構造物 
  

軍艦の輸入は、国防省と国軍兵站部の承認が

必要。 
 

  01 

客船、遊覧船、フ

ェリーボート、貨

物船、はしけその

他これらに類する

船舶（人員又は貨

物の輸送用のもの

に限る。）. 

 
禁 止  89011010, 

89011090, 89012000, 

89013000, 89019000  
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  03 

ヨットその他の娯

楽用又はスポーツ

用の船舶、櫓櫂船

及びカヌー 

 

禁 止  89031100, 

89031200, 89031900, 

89033110, 89033210, 

89033290, 89033310, 

89033390,  89032100, 

89032200, 89032300, 

89033120, 89033190, 

89039300, 89039900 

90 

光学機器、

写 真 用 機

器、映画用

機器、測定

機器、検査

機器、精密

機器及び医

療用機器並

びにこれら

の部分品及

び附属品  

  

関税項目 90.18、90.19、および 90.21 に基

づく器具および機器の輸入、および関税 

90.22 および 90.27 に基づく医療用器具の輸

入は、保健、治療および医学教育省の承認の

対象となる。 

関税のの輸入と通関は 90132010, 90132090, 

90181410, 90182010, 90221410, 90221420, 

90221430, 90221440, 90221450, 90221460, 

90221470, 90221490, 90221910, と 90221920 

イラン原子力機関の承認が必要。 

 

  04 

視力矯正用眼鏡、

保護用眼鏡その他

の眼鏡 

 禁止 90040000 

  05 

双眼鏡、隻眼鏡そ

の他の光学望遠鏡

及びその支持具並

びに天体観測用機

器（電波観測用の

ものを除く。）及び

その支持具 

 
禁 止  89051000, 

89052000, 89059000 

  07 

映画用の撮影機及

び映写機（録音装

置又は音声再生装

置を自蔵するかし

な い か を 問 わ な

い。） 

 禁止 89071000 

  08 

投影機、写真引伸

機及び写真縮小機

（映画用のものを

除く。） 

 禁止 89080000 

  19 

機械療法用、マッ

サージ用又は心理

学的適性検査用の

機器及びオゾン吸

入 器 、 酸 素 吸 入

器、エアゾール治

療器、人工呼吸器

その他の呼吸治療

用機器 

 
禁 止  90191020, 

90191050 

  28 

気体用、液体用又

は電気用の積算計

器及びその検定用

計器 

 
禁 止  90282000, 

90283011, 90283019, 

90283021, 90283029 

91 
時計及びそ

の部分品 
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  01 

腕時計、懐中時計

その他の携帯用時

計（ストップウォ

ッチを含むものと

し、ケースに貴金

属又は貴金属を張

つた金属を使用し

たものに限る。） 

 

禁 止   91011100, 

91011900, 91012100, 

91012900, 91019100, 

91019900 

  03 

時計（ウォッチム

ーブメントを有す

るものに限るもの

とし、携帯用時計

及び第 91.04 項の

時計を除く。） 

 
禁 止  

91031000,91039000 

  04 

計器盤用時計その

他これに類する時

計（車両用、航空

機用、宇宙飛行体

用又は船舶用のも

のに限る。） 

 禁止   91040000 

  05 
その他の時計（携

帯用時計を除く。） 
 

禁 止  91051100, 

91051900, 91052100, 

91052900, 91059100, 

91059900 

  11 
携帯用時計のケー

ス及びその部分品 
 

禁 止  91111000, 

91112000 

  13 

携帯用時計のバン

ド及びブレスレッ

ト並びにこれらの

部分品 

 
禁 止  91131000, 

91132000, 91139000 

92 

楽器並びに

その部分品

及び附属品 

    

  01 

ピアノ（自動ピア

ノを含む。）、ハー

プシコードその他

鍵盤のある弦楽器 

 
禁 止  92011000, 

92012000, 92019000,  

  02 

そ の 他 の 弦 楽 器

（ 例 え ば 、 ギ タ

ー、バイオリン及

びハープ） 

 
禁 止  92021000, 

92029000 

  05 

吹 奏 楽 器 （ 例 え

ば、鍵盤のあるパ

イプオルガン、ア

コーディオン、ク

ラリネット、トラ

ンペット及びバグ

パイプ。オーケス

トリオン及びバー

バリアオルガンを

除く。） 

 
禁 止  92051000, 

92059000 

  06 

打楽器（例えば、

太鼓、木琴、シン

バル、カスタネッ

ト及びマラカス） 

 禁止 92060000 
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  07 

電気的に音を発生

し又は増幅する楽

器（例えば、オル

ガン、ギター及び

アコーディオン） 

 
禁 止  92071000, 

92079000 

  08 

オルゴール、オー

ケストリオン、バ

ー バ リ ア オ ル ガ

ン 、 機 械 式 鳴 き

鳥、ミュージカル

ソーその他の楽器

（この類の他の項

に該当するものを

除く。）、おとり笛

及びホイッスル、

角笛その他の音響

信号用笛 

 禁止 92081000 

93 

武器及び銃

砲弾並びに

これらの部

分品及び附

属品 

 

  

関税項目 90.18、90.19、および 90.21 に基

づく器具および機器の輸入、および関税 

90.22 および 90.27 に基づく医療用器具の輸

入は、保健、治療および医学教育省の承認の

対象となる。 

 

SIM カードトレイホルダースロットを備えた

あらゆる種類の機器の輸入は、オリジナリテ

ィシステムでの登録のための IMEIの提出によ

る。 

90221920 の輸入と通関は、イラン原子力機関

の承認が必要。 

 

  07 

刀、剣、やりその

他これらに類する

武器並びにこれら

の部分品及びさ 

 禁止 93070000 

94 

家 具 、 寝

具、マット

レス、マッ

トレスサポ

ート、クッ

ションその

他これらに

類する詰物

をした物品

並びに照明

器具（他の

類に該当す

るものを除

く。）及びイ

ルミネーシ

ョ ン サ イ

ン、発光ネ

ームプレー

トその他こ

れらに類す

る物品並び

にプレハブ

建築物 
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  01 

腰掛け（寝台とし

て兼用することが

できるものである

かないかを問わな

い も の と し 、 第

94.02 項のものを

除く。）及びその部

分品 

 

禁 止  94015200, 

94015300, 94015900, 

94016100, 94016900, 

94018010, 94014100, 

94014900, 94018090 

  03 
その他の家具及び

その部分品 
 

禁 止  94033000, 

94034000, 94035010, 

94035020, 94035090, 

94036010, 94036090, 

94037000, 94038200, 

94038300, 94038900 

  04 

寝具その他これに

類する物品（例え

ば、マットレス、

布団、羽根布団、

クッション、プフ

及び枕。スプリン

グ付きのもの、何

らかの材料を詰物

とし又は内部に入

れたもの及びセル

ラーラバー製又は

多泡性プラスチッ

ク製のものに限る

ものとし、被覆し

てあるかないかを

問わない。）及びマ

ットレスサポート 

 

禁 止  94049010, 

94041000, 94042100, 

94042900, 94043000, 

94044000, 94049090 

  05 

照明器具及びその

部分品（サーチラ

イト及びスポット

ライトを含むもの

とし、他の項に該

当 す る も の を 除

く。）並びに光源を

据え付けたイルミ

ネ ー シ ョ ン サ イ

ン、発光ネームプ

レートその他これ

らに類する物品及

びこれらの部分品

（他の項に該当す

るものを除く。） 

 
禁 止  94055010, 

94055020, 94051100 

95 

玩具、遊戯

用具及び運

動用具並び

にこれらの

部分品及び

附属品  

  

この項目の下にイスラム法に準拠していない

すべての項目の輸入は禁止されています。 

2000 年 8 月 11 日 (1379 年 8 月 18 日) 

に公共文化評議会の下で承認された玩具の製

造、設計、輸入および流通を監督する評議会

の大統領令の第 14 条によると、玩具の輸入

は 承 認 の 対 象 と な り ま す 。 95030040 、

95030050 の輸入は通関規則第 122 条( ch)項

の許可を受けるに限る 
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  03 

三輪車、スクータ

ー、足踏み式自動

車その他これらに

類する車輪付き玩

具 、 人 形 用 乳 母

車、人形、その他

の玩具、縮尺模型

その他これに類す

る娯楽用模型（作

動するかしないか

を問わない。）及び

パズル 

 
禁 止  95030020, 

95030040 

  04 

ビデオゲーム用の

コンソール及び機

器、テーブルゲー

ム用又は室内遊戯

用の物品（ピンテ

ーブル、ビリヤー

ド台、カジノ用に

特に製造したテー

ブル及びボーリン

グアレー用自動装

置を含む。）並びに

硬貨、銀行券、バ

ンクカード、トー

クンその他の支払

手段により作動す

る娯楽用の機械. 

 
禁 止  95042010, 

95042020, 95044000, 

95049010, 95049020 

  05 

祝祭用品、カーニ

バル用品その他の

娯楽用品（奇術用

具を含む。） 

 
禁 止  95051000, 

95059000 

  06 

身 体 ト レ ー ニ ン

グ、体操、競技そ

の他の運動（卓球

を含む。）又は戸外

遊戯に使用する物

品（この類の他の

項に該当するもの

を除く。）及び水泳

用又は水遊び用の

プール 

 
禁 止  95063210, 

95063290, 95063900 

  08 

巡回サーカスの設

備及び巡回動物園

の設備、遊園地の

乗り物及びウォー

ターパークの娯楽

設備、興行用設備

（射的場を含む。）

並びに巡回劇場の

設備 

 
禁 止  95081000, 

95082200, 95084000 

96 雑品   豚毛、猪毛のブラシ類は一切持ち込み禁止。  
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  01 

アイボリー、骨、

かめの甲、角、枝

角、さんご、真珠

光沢を有する貝殻

その他の動物性の

彫刻用又は細工用

の材料（加工した

ものに限る。）及び

製品（これらの材

料から製造したも

の に 限 る も の と

し、成形により得

た製品を含む。） 

 
禁 止  96011000, 

96019010, 96019020, 

96019090 

  03 

ほ う き 、 ブ ラ シ

（機械類又は車両

の部分品として使

用するブラシを含

む。）、動力駆動式

でない手動床掃除

機、モップ及び羽

毛ダスター、ほう

き又はブラシの製

造用に結束し又は

房状にした物品、

ペイントパッド、

ペイントローラー

並びにスクイージ

ー（ローラースク

イージーを除く。） 

 
禁 止  96033010, 

96034010, 96035010, 

96039010 

  04 手ふるい  禁止 96040000 

  08 

ボールペン、フェ

ルトペンその他の

浸透性のペン先を

有するペン及びマ

ーカー、万年筆そ

の 他 の ペ ン 、 鉄

筆、シャープペン

シ ル 並 び に ペ ン

軸、ペンシルホル

ダーその他これら

に類するホルダー

並びにこれらの部

分品（キャップ及

びクリップを含む

も の と し 、 第

96.09 項の物品を

除く。） 

 
禁 止  96081010, 

96082090, 96089990 

  09 

鉛筆（第 96.08 項

のシャープペンシ

ルを除く。）、クレ

ヨン、鉛筆の芯、

パステル、図画用

木炭、テーラース

チョーク及び筆記

 
禁 止  96091000, 

96099000 
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用又は図画用のチ

ョーク 

  10 

石盤、黒板その他

これらに類する板

（筆記用又は図画

用のものに限るも

のとし、枠を有す

るか有しないかを

問わない。） 

 禁止 96100090 

  13 

たばこ用ライター

その他のライター

（機械式であるか

ないか又は電気式

であるかないかを

問わない。）及びそ

の部分品（着火石

及びしんを除く。） 

 
禁 止  96131000, 

96132000 

  14 

喫煙用パイプ（パ

イ プ ボ ー ル を 含

む。）、シガーホル

ダー及びシガレッ

トホルダー並びに

これらの部分品 

 禁止 96140000 

  15 

くし、ヘアスライ

ドその他これらに

類する物品並びに

ヘアピン、カール

ピン、カールグリ

ップ、ヘアカーラ

ーその他これらに

類 す る 物 品 （ 第

85.16 項の物品を

除く。）及びこれら

の部分品 

 
禁 止  96151100, 

96151900, 96159000 

  16 

香水用噴霧器その

他これに類する化

粧用噴霧器及びこ

れらの頭部並びに

化粧用のパフ及び

パッド 

 禁止 96162000 

  17 

魔法瓶その他の真

空容器及びその部

分品（ガラス製の

内部容器を除く。） 

 Banend 96170000 

  18 

マネキン人形その

他これに類する物

品及び自動人形そ

の他ショーウイン

ドー用の展示用品

で作動するもの 

 Banend 96180000 

97 

美術品、収

集品及び骨

董 

  

収集品または骨董品の武器および弾薬の輸出

入は、国防省および国軍兵站部の承認が必

要。  コレクターの作品としての国内および

外国の硬貨、および金または銀のメダルおよ

びバッジの輸入および輸出は、商業省の承認
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（注）頻繁に変更があるため、貿易振興庁（TPO）などで最新情報を必ず確認のこと。 

（出所）貿易振興庁（TPO）を基にジェトロ作成 

および中央銀行の事前の同意の対象となる。

この項目の対象となるすべての骨董品の輸入

も、イスラム文化指導省の許可の対象とな

る。 

97040000 に分類される商品の輸入は、I.C.T 

(Iran National Post Company) 省の承認が必

要です 9701、9702、9703の対象となる商品の

輸入は、文化・イスラム指導省または文化遺

産・観光・手工芸省の許可が必要で、100 年

以上前のもので、文化省の許可が必要。遺

産、観光、手工芸品であり、100 歳未満の場

合は、文化イスラム指導省の許可が必要。. 

  01 

書画（肉筆のもの

に限るものとし、

手作業で描き又は

装飾した加工物及

び第 49.06 項の図

案を除く。）並びに

コラージュ及びモ

ザイクその他これ

らに類する装飾板. 

 
禁 止  97012200, 

97012900, 97019100, 

97019200, 97019100 

  02 

銅版画、木版画、

石版画その他の版

画 

 
禁 止  97021000, 

97029000 

  03 

彫刻、塑像、鋳像

その他これらに類

する物品（材料を

問わない。） 

 
禁 止  97031000, 

97039000 

  04 

郵便切手、収入印

紙、郵便料金納付

の印影、初日カバ

ー、切手付き書簡

類その他これらに

類する物品（使用

してあるかないか

を問わないものと

し、第 49.07 項の

ものを除く。） 

 禁止 97040000 

  05 

収 集 品 及 び 標 本

（ 動 物 学 、 植 物

学、鉱物学、解剖

学 、 史 学 、 考 古

学、古生物学、民

族学又は古銭に関

するものに限る。） 

 

禁 止  97051000, 

97052100, 970522200, 

97052900, 97053100, 

97053900 

  06 

骨董（製作後 100

年を超えたものに

限る。） 

 
禁 止  97061000, 

97069000 


